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────────────────── 
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平成31年３月５日（火曜日）午前10時開議 

第１ 一般質問 

────────────────── 
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────────────────── 
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  な  し 

────────────────── 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  菊 池  享 君 

主 査  及 川 憲 司 君 

────────────────── 

   説明のため出席した者 

市 長  本 田 敏 秋 君 

副 市 長  飛  内  雅  之 君 
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子育て応援部長兼
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産 業 部 長  大 里 政 純 君 

環境整備部長  千 田 孝 喜 君 
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────────────────── 

   午前10時00分 開議   

○議長（浅沼幸雄君）  おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 これより本日の議事日程に入ります。（「議

事進行」と呼ぶ者あり） 

 16番新田勝見議員。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君）  一般質問という貴重な

時間をいただきましたけれども、私が言いたい

のは、要するにゆうべ遠野テレビ拝見いたしま

した。遠野市と市議会が、花巻農協に対して要

望書を提出したということがありました。 

 そこで、どうも議長も出てませんでしたし、

そういった中で、やはりこの内容なり、そうい

ったものをきちんとしていかないと、なかなか

次の質問に行けないと、私も、きょう一般質問

こざいますけれども、ぜひ、そういう時間をと

っていただきたいということでお願いします。 
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○議長（浅沼幸雄君）  ただいまの新田議員の

議事進行は、昨日の遠野テレビを見ていて、き

のうの市長の答弁でもございましたが、３月１

日に、ＪＡ花巻さんのほうに要望に行ったと、

そこに議長は行ってないないじゃないかという

ところが一つ。 

 それからもう一つは、その要望の内容を聞か

ないと、きょう新田議員は一般質問の予定をし

ておりまして、ＪＡについてという予定をして

おりますので、その質問の中身が深くできませ

んという意味というふうに捉えましたが、それ

でよろしいですか。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君）  はい。 

○議長（浅沼幸雄君）  まず、冒頭の議長であ

る私が要望に行かなかったというのは、細かく

は申しませんけれども、他の議会の用務をして

おりました。どちらが優先かということになる

かと思いますけれども、それについてはこの場

での言及は避けたいと思います。私の判断で、

他の議会の用務のほうをしておりました。 

 ２つ目につきましては、一般質問をするのに、

確かに要望の内容について、もう少し詳しくわ

かりたいというのはそのとおりでございますの

で、新田議員が質問する前に、全協、皆さん、

議員の全員の方々に要望の中身を説明するとい

う時間を、改めて時間と場所は追って連絡しま

すけれども、そういう時間を設けたいと思いま

すが、そういう対応でよろしいですか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（浅沼幸雄君）  それでは、そのように

対応させていただきます。全員協議会の時間と

場所については、後ほど連絡したいと思います。 

 それでは、これより本日の議事日程に入りま

す。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（浅沼幸雄君）  日程第１、一般質問を

行います。順次質問を許します。 

 小松正真君。 

   〔１番小松正真君登壇〕 

○１番（小松正真君）  小松正真でございます。

平成最後の遠野市議会定例会、一般質問を行い

ます。 

 一問一答形式で、市長の考えをお伺いしてま

いります。 

 さて、私の一般質問は、大きく２点、１点目

は、遠野市ローカルベンチャー事業についてお

伺いをしてまいります。 

 ２点目は、遠野市中心市街地の活性化計画に

ついてお伺いしてまいります。 

 まず、１点目の遠野市ローカルベンチャー事

業でございます。 

 平成28年度から、遠野市ローカルベンチャー

事業がスタートして、本年度で３年目を迎えま

した。本日、遠野テレビをごらんの市民の皆さ

んの多くは、この遠野市ローカルベンチャー事

業が何なのか、聞いたことがないという方が多

いと思います。遠野広報等でも紹介されている

地域おこし協力隊事業といえば、想像できるか

と思います。 

 まず、最初の質問に入りますが、遠野市ロー

カルベンチャー事業とはどのような事業なのか。

どのような活動を市内で行っているのかをお伺

いいたします。 

 また、本事業には、コーディネート事業者が

入っておりますが、遠野市は、その会社にどの

ような業者を委託しているのか、あわせてお伺

いをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  小松正真議員の一般質

問にお答えいたします。 

 大項目で２つで、１つ目はローカルベンチ

ャーという取り組みについてという、それから

また、そのコーディネートをしている機関の役

割等について、どのような仕組みになっている

のかというお尋ねでありました。 

 御質問にありましたとおり、総務省の、これ

は地域おこし協力隊制度を活用した取り組みが、

地域おこし協力隊制度ということになっている

わけであります。 
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 地域の活性化のために、特にも地方の過疎地

域の中における活性化のために、農林水産業の

従事や、あるいは地場産品の開発、さらには販

売、あるいはＰＲ等の地域おこしの支援をしな

がら、定住を促進する一つの仕組みとして、隊

員１人当たりに活動費が、上限として400万手

当てをされ、これは、国のほうから特別交付税

という形で支援が受けられるという仕組みの中

にあります。任期は３年という、そのような取

り組みであります。 

 平成21年度のスタートから、隊員数は年々増

加しておるという中にありまして、昨年は、全

国で997自治体で、合計いたしますと4,830人が

地域おこし協力隊として、全国各地で、特にも

過疎地域の活力のために懸命に活躍をしている、

活動をしているという中にあります。 

 県内のこの隊員数も、年々増加しておりまし

て、本年１月１日現在では、県内33自治体のう

ち25自治体で157人が活動を行っているという

現状にあります。 

 お尋ねの当市では、平成27年度から地域おこ

し協力隊の受け入れを開始しておりまして、28

年度から起業と、業を起こす、起業に特化した

遠野ローカルベンチャー事業へと進化させまし

て、さまざまな、いろんな、どぶろく、あるい

はホップ、あるいは文化振興など、地域資源の

活用による起業化という中における、そのよう

なプロジェクトとして、いろいろ頑張っていた

だいているというような状況にあるわけであり

ます。 

 これまで21人を受け入れいたしまして、現在

16名の隊員が、さまざまな分野でいろいろ活動

しております。遠野の地に飛び込み活動してい

る隊員、きめ細かく支援するために、このため

に、お尋ねの市から委託を受けているコーディ

ネート事業者が、隊員の実績に合わせて起業活

動が円滑に進むように、あるいは生活の支援を

行うという中において、隊員が孤立しないよう

な、そのような形での支援を行っているコーデ

ィネート機関と、市が委託関係を締結しながら、

この部分におきまする活動状況をしっかりと共

有する中におきまして、市と隊員とコーディ

ネート事業者の中におきまして、常に３者で定

例会を設けながら、この活動の把握に努めてい

るというような状況に今あるということであり

ます。 

 私は、ローカルベンチャーという一つの切り

口の中にありましては、よく言うわけでありま

すけども、３割打者は一流打者だとなれば、や

っぱり懸命に頑張っている中で、３割、４割と

いう一つの成功事例が、あるいは定着といった

ことになれば、あるいは起業ということになっ

て、企業おこしということになれば、それは成

功と捉えることができるんじゃないだろうかと。

10人が10人とも、全てが成功事例ということに

はならないだろうという中で、やっぱりある程

度その辺のところをしっかりと現状を踏まえな

がら、ローカルベンチャー事業にも取り組んで

いかなければならないんじゃないのかなという

ような、そのようなことも考えているところで

ございますから、それを申し上げて答弁といた

します。 

○議長（浅沼幸雄君）  １番小松正真君。 

   〔１番小松正真君登壇〕 

○１番（小松正真君）  先ほどの御答弁で、現

在、16名の隊員の皆さんが、市内で活動を行っ

ているということでございました。また、本事

業は、総務省の事業でございまして、１人当た

り400万円の予算をもって活動をしているとい

うことでございます。 

 １人当たり400万円ということで、これ、実

際本当にどのようなお金の使い方をしているの

か。そして、先ほどちらっと実績の話もござい

ましたけれども、どのような実績を今現在上げ

ているのかお伺いをしてまいります。 

 また、本事業において、実績があれば必ず検

証をしなければならないというふうに思うんで

すけれども、検証を行っているのかいないのか。

行っているのであれば、どのような検証結果に

なっているのか。行っていないのであれば、な

ぜ検証しないのかというところをお伺いをいた

します。 
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○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  活動内容の把握をどの

ように行っているのかというお尋ねであります。

これにつきましては、先ほどの中でも触れまし

たけども、隊員１人当たり上限で400万が特別

交付税で交付され、それが支払われているとい

う支援をしているということになるわけでござ

いまして、このほかに隊員が起業をする場合、

起業する、業を起こす場合には、別途１人当た

り上限100万円が、国から特別交付税として支

援を受けられるという、そのような内容になっ

ておりまして、これは、年間400万円のうち、

約250万が隊員の報酬及び健康保険料と共済費、

残り150万は隊員の住居費や、あるいは活動の

支援活動、コーディネーター費用となり、コー

ディネーター機関を通じてこれを支援している

という、そのような内容ということになってい

るわけであります。 

 したがって、上限100万の国からの支援を受

けることによりまして、その範囲内で補助金を

交付しながら起業家の支援を行っているという

中にありまして、また、これにおきましても、

６次産業を一つ応援する金融機関、これは地方

創生の流れの中にありまする、一つの金融機関

の支援、利子補給制度などもありますので、こ

のようなものも必要に応じてやる。 

 お尋ねの活動状況につきましては、それぞれ

いろんな活動を積極的に、ホップ農家、あるい

はどぶろく醸造など、さまざまな形で懸命に活

躍というか、頑張っているということでありま

すので、起業を目指して取り組んでいる方々の

このようなものの成果が、徐々に見え始めてき

ているんじゃないのかなと思っております。 

 ちなみに、昨年５月に、隊員３名が共同で開

所したクラフトビールの遠野醸造所につきまし

ては、順調に営業が推移しておりまして、当初

計画を上回る実績を残しているという、そのよ

うな事例もありますし、どぶろくのクラウドと

いうか、どぶろくのクラウドというものを目指

している隊員も、米づくりから醸造までの一連

の技術を習得したという、そのような。また、

さらには、ホップ収穫祭においても、隊員が企

画段階から運営面まで、さまざまな、積極的に

かかわり、オリジナルグッズといったようなも

のも開発するなど、さまざま情報発信における

一つの成果も見え始めてきているということに

なろうかというように思っております。 

 そのほかにも、踊りや南部ばやしの郷土芸能、

踊り手としてお祭りにも参加しておるという、

そのような姿も見えてきておりまして、遠野な

らではの文化の継承にもつながっているんでは

ないのかなというように捉えているところであ

ります。 

 この検証という部分につきましては、毎月、

隊員から活動報告書が提出されまして、コーデ

ィネート事業者のほうから、それぞれ報告書も

提出をいただいているという中におきまして、

活動内容のさまざまな、いうなれば改善、必要

な状況等につきましても、その都度それぞれ指

導を行う、あるいは面談を行うなどいたしまし

て、活動内容の見直しなどにもそれぞれ積極的

に関与しながら対応しているということであり

ます。 

 いずれ28年から任用した一つの制度でありま

すけども、ことしの８月でもって３年間の期間

が終了いたしますので、これからしっかりとそ

の辺を検証しながら、やはり１つでも、２つで

も成功事例、いうところのローカルベンチャー、

起業家というそのようなところに持ち込むよう

に、関係者一丸となってこの隊員の方々の活動

を支援してまいりたいとものだと考えていると

ころであります。 

○議長（浅沼幸雄君）  １番小松正真君。 

   〔１番小松正真君登壇〕 

○１番（小松正真君）  既に一つの起業がなさ

れているということでございまして、何かうわ

さで、うわさでというか、別の話で聞いたとき

には、もう１団体起業されるというようなお話

をお伺いしております。この結果については、

一定の評価をされるところではないかというふ

うに思っているところでございます。 
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 これまで、本年度までの取り組みをお伺いし

てまいりました。来年度もこの事業を続けてい

きたいということをお伺いをしております。来

年度、さらに新しい取り組みをスタートさせた

いということをお伺いしております。来年度の

取り組みについてお伺いをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま、地域おこし

協力隊の、総務省事業であるということを、そ

れを28年度からはローカルベンチャー事業とし

て捉えて、今現在、このような状況になると、

その内容等についても御答弁を申し上げたとこ

ろであります。 

 31年度は、ビールの里構想、ホップの里から

ビールの里というこの構想が、今、それぞれ具

体化してきておりますので、このツーリズム、

ビールの里構想のツーリズムを担う人材を１人、

市内の関係団体とそれから協力しながら、物

産・観光振興を担う人材を２人、計３名を採用

しようかということで計画をいたしているとこ

ろであります。 

 いずれ最終年を迎える隊員もいる、先ほど申

し上げましたとおり、隊員もいることから、こ

の３年間の活動の成果をしっかりと検証しなが

ら、繰り返しになりますけども、引き続き市民

の皆様の理解をいただきながら、さらなる活躍

を期待するような、そのような方向に持ってい

きたいというように考えているところでござい

ますので、行政の立場、あるいは地域、関係団

体の皆様、支援機関など、多様な関係機関との

ネットワークを大事にしながら、このような人

材の一つの遠野の活性化のために、さらなる活

躍をしていただくような、そのような環境整備

にもさらなる努力をしていただきたいというよ

うに考えているところであります。 

○議長（浅沼幸雄君）  １番小松正真君。 

   〔１番小松正真君登壇〕 

○１番（小松正真君）  今、３名を新たに入れ

たいということで、お話をお伺いいたしました。

１人は、ビールツーリズム、これに入れたいと。

もうお二人は、観光そして新商品の開発みたい

なことをやりたいということのお話でございま

した。 

 先日の委員会調査の際には、地域おこし協力

隊、新しく３名入れる方々、どこに入れたいか

というところ、何か今、決まっているようなお

話がありました。そこをもうちょっと詳しくお

伺いをしたいです。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま申し上げまし

たとおり、ビールの里、ホップの里からビール

の里に１人、それから、もう１人が、お話しを

しましたとおり、観光あるいは物産といったも

のを担う人材を２人という中で、３名の、これ

は増員ということになりますけども、31年度か

ら採用するわけでございますから、３年間この

分野で懸命に頑張っていただくというような、

そのような方向に持っていきたいというように

思っておりまして、特にも、いうところのホッ

プの里からビールの里というのは、大きなプロ

ジェクトが動いておりますので、これをしっか

りと、やっぱり対応する人材をこの中に持ち込

むということ。それから、やはり観光あるいは

物産といったようなものも、さまざま高速イン

フラ整備等に伴いまして、大きなこれも課題と

して、市政課題となっているものでございます

から、そこにも新たな人材を一つ投入をしなが

ら、しっかりと遠野の観光振興、あるいは物産、

あるいは交流人口の拡大、そのような一つのイ

ンバウンドの、一つの受け皿、環境整備といっ

たものにこういった人材を活用してまいりたい

というように考えておるところであります。 

○議長（浅沼幸雄君）  １番小松正真君。 

   〔１番小松正真君登壇〕 

○１番（小松正真君）  先日の委員会調査の中

では、ビールツーリズム、既存の事業のところ

に１名、そして、コーディネート事業者の中に

２名を入れて、観光と新商品の開発のコーディ

ネートを行っていくような話というふうにお伺

いしておりますので、そのように理解した上で
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次からの質問をちょっと続けていきたいなと思

いますが、起業が目的という本事業、１年目か

ら３年目の間に何とか成果を上げていく事業だ

というふうに理解をしております。 

 ただ、任期途中で退任されてしまった隊員さ

んがいらっしゃるというふうにお伺いをしてお

ります。任期途中で退任してしまった隊員の件

については、これ、検証なされているのかどう

か、そこら辺をお伺いします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほども申し上げまし

たとおり、答弁の中で申し上げましたとおり、

それなりの分野で活躍を、志を持った方々を受

け入れているわけでございますけども、やはり

健康問題等、あるいは家族の問題等、さまざま

な問題の中で任期中途でもって退任をされてい

る方もいらっしゃるわけでございますから、そ

れは、ある意味でやむを得ないなと。しっかり

とそういったものを把握をしながら、市の制度

に基づいて対応しているということでございま

すので、この部分、先ほどの答弁の中で申し上

げましたとおり、全てがというようにわけには

いかない。やっぱり健康問題、あるいは家族の

問題、さまざま志を高くし、遠野に協力隊とし

て入ってきたものの、やはりそのように志を中

途の中で諦めざるを得なかったという方もいら

っしゃるということも、現実にあるわけでござ

いますから、そのような方々には、しっかりと

市の制度に基づいて手続を踏みながら対応して

いるということでございますので、御理解をい

ただけると思います。 

○議長（浅沼幸雄君）  １番小松正真君。 

   〔１番小松正真君登壇〕 

○１番（小松正真君）  恐らくその隊員の皆さ

んも、本当にやむを得ない事情で遠野を後にさ

れたんじゃないかなというふうに思っておりま

す。 

 しかし、先ほど来検証というお話をしており

ます。検証というのは、この隊員がいたことに

よって、遠野市が何を得たのか、遠野の未来に

何がつながっていくのか、そういったことをし

っかり考えていくというのが、これが検証では

ないのかなというふうに思います。 

 やはり任期途中で退任されたという人たちの、

何でだというところをしっかり検証していくの

をしないで進んでいくとすれば、同じ間違いを

来年度以降、繰り返してしまうという可能性が、

これはあると思います。これは、しっかりと検

証をしていただいて、来年度以降つなげていた

だければなと思います。 

 先ほど来、実績と検証のお話を伺ってまいり

ました。この検証結果を受けて次につなげると

いうことは、理解をするところでございますが、

２つのというか、１つの法人、さらにはもう１

つ法人立ち上げという実績、これをどう受けと

めるべきなのか、ちょっと僕、判断に迷ってい

ます。 

 費用対効果の面から見ると、１年で5,000万

以上の予算を投下する事業でございます。その

予算に見合った成果なのかというところが、や

はりちょっと疑問点なのかなというふうに思い

ます。私は、この事業、費用対効果としては悪

いというふうに思っておりますけれども、市長

の御見解として、費用対効果の観点からどのよ

うにお考えなのかお伺いをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま、この事業の

検証と、それから、この成果等に関する一つの

対応といったことについての御質問がありまし

た。 

 冒頭の御質問で申し上げましたとおり、全国

でかなりの方々が活動し、県内でも33市町村の

うち26市町村でもって、157人の活動をしてい

るという部分におきまして、それぞれの地域の

特性、あるいは置かれている立場、あるいはそ

れぞれの課題、そういったところ等をうまくマ

ッチングをするという部分が一番大事な、一つ

のこの制度ではないのかなというように思って

いるところでございますから、繰り返しになり

ますけども、検証をしっかりと行うということ
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は、これ、当然であります。それも、客観的な

検証を行わなければならないかというように思

っているところでございますから、この８月に、

多くの隊員の方々が任期が終わるというような

状況に、カウントダウンが始まっているところ

でございますから、改めて緊張感を持ってこの

検証をいったようなもの、そしてまた、この成

果をどのように遠野の地域の活性化につなげて

いくのかということにつきまして、改めて多く

の皆様の理解をいただきながら、それをしっか

りとフォローまいりたいというように考えてい

るところでございますから、御理解をいただけ

ればと思っております。 

○議長（浅沼幸雄君）  １番小松正真君。 

   〔１番小松正真君登壇〕 

○１番（小松正真君）  今の御答弁からすると、

今現在、やっぱり検証ができていないんだろう

なというふうに想像されるところでございます。

ぜひ、費用対効果の観点からも、やはり事業を

評価しなければ、先ほど言ったとおり、次に進

めませんので、そこいら辺の検証をしっかりと

していっていただきたいです。 

 遠野市の人口統計を見ますと、平成27年10月

から平成29年の９月の間には99人、平成28年10

月から平成29年９月の間には123人、こちらの

皆さんが、社会的な要因によって転出が超過を

している。そのぐらい社会的な要因で人口が減

っているということでございます。 

 これだけ多額のお金を使っている間にも、多

くの市民が、遠野から出て行かざるを得ない状

況なんです。永遠の日本のふるさと遠野を思い

ながら、遠野でやりたいことを抱えながらも、

希望を持てず、遠野を後にした人たちが、私の

周りにも多くいらっしゃいます。このことを第

一に考えていただきたいと思います。 

 本年度、この事業は３年目を迎え、これは、

先ほど市長からもございました、見直す時期で

はないかなというふうに思っているところです。 

 先ほど、市長の御答弁から、お金の使い方、

お話がありましたけれども、本事業、地域おこ

し協力隊には総務省から400万円のお金が来ま

す。うち、250万円が報酬、残りの150万円が

コーディネート事業者に支払われ、コーディ

ネート事業者から地域おこし協力隊の必要経費、

家賃補助であるだとか、そういうふうなものを

認められる分だけ支払うというふうにお伺いを

しております。 

 本年度当初、コーディネート事業者とは、15

0万掛ける18人、2,700万もの委託契約を結ばれ

ております。今現在、隊員が任期途中でやめて

いったりとか、そういうふうなことをして減っ

ているというふうにお伺いもしておりますけれ

ども、果たしてそれだけのお金に見合う仕事が

今できているのでしょうか。 

 先ほど御説明いただいたとおり、今現在16人

の隊員が活動をしております。コーディネート

事業者は、１人当たり月額６万4,800円、年額

にすると約80万円というのをコーディネート費、

事務費という名目で、コーディネート事業者は

自分たちの利益にしているというのが現状でご

ざいます。 

 本来、隊員が全て使えるはずであったお金を

別目的に使う、これは、隊員の活動を狭めてし

まう、制限されてしまうおそれがあると思いま

す。コーディネート事業者に頼まなくても、遠

野市民で今まで以上のコーディネートができる

んではないかなというふうに思っているところ

でございます。 

 以上の理由をもちまして、現コーディネート

事業者が、本事業のコーディネートを継続する

ことについては、ふさわしくないと考えていま

す。コーディネート業務を遠野市民、そして、

遠野の既存の企業や団体に任せる、そういった

考えがあるかないか、お伺いをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このような地域の活性

化、どうかして地域の活力という部分につきま

しては、いろんな仕組みの中から、いろんな切

り口の中から取り組んでいかなければというよ

うに思っております。 

 ただいま、事業費とそれぞれの一つの予算の
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一つの数字が挙げられて、さまざまふさわしく

ないというような言葉もありましたけども、や

はり制度にのっとって、そして、いろんな形に

チャレンジしてみようと、果敢に挑戦してみよ

うと、その中から遠野ならではの一つの地域資

源を生かした産業振興なり、あるいは交流人口

の拡大なり、さらにはインバウンドの受け皿整

備なりと、いろんな形で地域資源にいろいろ磨

きをかけていこうというのが、この地域おこし

協力隊、ローカルベンチャーの一つの取り組み

の一環なわけでございますから、数字だけでは

ない。もちろん費用対効果ということを考えれ

ば、数字の部分と、それからその部分に伴う成

果の部分とをしっかりと検証しなきゃならない。

それは、先ほど答弁の中で申し上げましたとお

り、検証はしっかりと行う。それからまた、そ

の仕組みのフォローもしっかり行っていかなき

ゃならないということは、これは、言うまでも

なく当然なわけでありますので、今申し上げま

したような一つの、今、ふさわしくないという

話もありましたけども、これは、国の制度にの

っとってしっかりと行っている一つの仕組みで

ありますから、それをただ漫然と行うんじゃな

くして、いうなれば検証をし、そしてそれをフ

ォローし、そしてそれを踏まえた上で見直しを

しながら、よりよい方向に持っていくというた

めに、みんなで協力隊の方々が、ローカルベン

チャーという切り口の中で、果敢に挑戦してい

る皆さんを応援しながら、１つでも、２つでも

成功事例に持ち込むということでの、今、進行

形であるんだということをひとつ御理解をいた

だければというように考えているところであり

ます。 

○議長（浅沼幸雄君）  １番小松正真君。 

   〔１番小松正真君登壇〕 

○１番（小松正真君）  民間の事業者の皆さん、

商売の基本というのは借金です。やはり遠野で

頑張っている、商売をされている皆さん、皆さ

ん借金を抱えながら、それでも何とか遠野の経

済を支えようと頑張っている皆さんがほとんど

です。 

 こういった１人当たり400万円出るこういっ

た事業を、何とかもっと遠野市民の手に１円で

も多く渡せる、そういった仕組みづくり、政策

が求められているのではないかなというふうに

思います。 

 来年度から、新たな取り組みとして、先ほど

あったとおり、ビアツーリズムに１名、新商品

の開発、そして、観光をコーディネートする人

材を２名入れるというお話でございました。 

 その説明を聞いた瞬間、何のための事業なの

かなというふうに、ちょっと首をかしげたとい

うのをちょっと今でも覚えているんですけど、

コーディネートする側に、コーディネートされ

なければならない人が入る、これは、ちょっと

矛盾しているんじゃないかなというふうに思い

ます。 

 また、観光という分野にとってみれば、遠野

には一般社団法人遠野市観光協会があります。

そして、市長が主導してつくられた遠野市観光

推進協議会があります。観光をやるというふう

なお話であれば、やはりこういうふうなところ

に入れていくのが筋ではないかなと。 

 また、新商品のコーディネート、開発、遠野

には遠野ふるさと公社があります。遠野ふるさ

と公社の設置目的には、地場産品の開発研究及

び普及に関する事業、これが設置目的にうたわ

れております。これ、まさに新商品の開発、

コーディネートのことだと思います。 

 皆さん御存じだと思いますけれども、遠野ふ

るさと公社は、今、赤字経営を続けており、こ

の設置目的を達成するということに関しては、

必ずやっていかなければならないことというふ

うに思います。ふるさと公社は、今まさに地域

おこし協力隊の手もかりたいんではないでしょ

うか。 

 以上の理由をもちまして、遠野ふるさと公社

の問題改善、これをするために地域おこし協力

隊をふるさと公社に入れる、そのお考えがある

かどうかお伺いをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 
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○市長（本田敏秋君）  地域の活性化、あるい

は地方創生という一つの流れを受けながら、人

口減少、少子高齢化という中で、いかに活性化

を図っていくのかということは、非常に大きな

我々の市政、大きな課題であるということは言

うまでもありません。 

 したがいまして、今、お話ありましたとおり、

観光協会の一つの問題、あるいはふるさと公社

の改革の問題、当然、それらと連動をさせてい

かなければならないということになれば、貴重

な人材として、その辺をどのように関連性を持

たせ、あるいは連携を図るのかということが当

然なわけであります。 

 今般、31年度で３人という中に決断をしたの

は、実は、まだまだ多い方々を、多い人数をと

いう応募があったわけでありますけども、やは

りしっかりと28年度から取り組んでいるローカ

ルベンチャー事業そのものを検証し、それをし

っかり見直しをしながら、一方においてはこれ

を確実な仕組みとして、新たな人材を呼び込む、

そして定着してもらう、そして活躍してもらう

という方向に持っていくという中で、３人とい

う中に一つ判断をしたという経緯があるわけで

ございますので、その中には、ただいま御質問

の中にありましたような、いろんな団体、機関

との連携を図り、そこに一つの人材をという部

分も視野に入れながら、さまざまな議論した結

果としての結論というか、方針であったという

ことを踏まえての対応でございますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  １番小松正真君。 

   〔１番小松正真君登壇〕 

○１番（小松正真君）  しっかり検証した上で

判断をしていくということになるんではないか

なというふうに思うんですが、先ほど言いまし

たふるさと公社の問題、これ、急ぎます。なの

で、こちらは急いで検討していただきたいなと

いうふうに思います。 

 先日、議会の産業建設常任委員会とホップ農

協さんが意見交換会をしました。ホップ農協さ

んから、ホップ農協の問題を解決するために地

域おこし協力隊入れられないもんかなという御

相談がございました。先ほど来お話があったと

おり、ビアツーリズムをやるということでござ

いますけども、ビールツーリズムをホップ振興、

さらにはビール振興と置きかえた場合、ホップ

農協さんに地域おこし協力隊入れるのもいいか

なというふうに僕も考えたところでございます。 

 しかし、なかなかそれをいきなり入れるとい

うことは言えないと思います。遠野市内には、

各地域、各産業にさまざまな問題を抱えている、

課題がございます。その課題を解決するために

も、地域おこし協力隊の皆さんに活躍をしても

らうということができないかなというふうに考

えました。 

 これも、御提案なんですけれども、先ほど言

ったとおり、地域、各産業に課題がございます。

それを解決するために、地域おこし協力隊、入

れるところを市内から公募、公募という形で入

れることを考えるかどうか、お伺いをいたしま

す。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  地域おこし協力隊、さ

まざまな分野でという話がありました。文字ど

おりさまざまな分野で課題があり、また、人材

を求めるということになっているわけでござい

ますから、国が制度を起こした地域おこし協力

隊の理念、そしてまた制度の仕組み、そういっ

たものもしっかりと我々なりに受けとめながら、

もう一方においては、この３年間の取り組みな

ども、繰り返しになりますけども、検証しなが

ら、そのような人材の新たな受け入れといった

ものに係る、そのような仕組みづくりもまた必

要ではないのかなというように考えているとこ

ろでございますから、御理解いただければと思

います。 

○議長（浅沼幸雄君）  １番小松正真君。 

   〔１番小松正真君登壇〕 

○１番（小松正真君）  総務省が定める事業で

ございますので、ちょっと総務省の話をしたい

なと思うんですけど、総務省の要綱、もともと
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の要綱を拝見いたしますと、別に起業、起こす

起業が目的の事業ではございません。地域の課

題解決をする事業でございます。そういった総

務省の要綱にのっとって進めていくということ

であれば、別に起業を目的にしなくてもいいの

かなというふうに考えるところでございます。 

 本来の総務省の事業趣旨にのっとって、今現

在の起業というところを、例えば取っ払うとか、

そういうふうなことを考えられていくべきなの

ではないかと、事業趣旨、本当にのっとってい

くということを考えるべきではないかなという

ふうに思うんですけれども、市長にお伺いをい

たします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  社会経済情勢も、大き

く刻一刻と変わってきているわけであります。

遠野を取り巻く状況も、そのとおり刻一刻変わ

ってきているわけであります。まさに生きてい

る者、生きているというか、どんどん変わって

いくというような状況の中にあるわけでござい

ますから、制度を固定化するじゃない、やっぱ

り制度そのものも見直しをし、進化させていか

なきゃならないというように思っておりますの

で、先ほどの答弁で申し上げましたとおり、こ

の国が、過疎地域の地域の活性化のために地域

おこし協力隊という制度を起こしたというこの

理念をしっかり踏まえながら、やはりこれまで

の取り組みを、何度も申しますけども、検証を

しながら、一つの遠野としての一つの新たな仕

組みづくりにも取り組むということも、またこ

の検証の一つではないかなというように思って

いるところでございますから、それをもって答

弁といたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  １番小松正真君。 

   〔１番小松正真君登壇〕 

○１番（小松正真君）  まさにこれから検証し

ていくところだというふうに思いますが、先ほ

ども申し上げたとおり、検証をしないと次に行

けないんです。やはり市民のための事業、そう

いったところを念頭に置いて進めていただきた

いというふうに思います。 

 次に、大項目の２点目、中心市街地活性化計

画についてお伺いをいたします。 

 遠野には、ＪＲ遠野駅を中心とした中心市街

地だけではなく、市内各地に中心市街地がある

と理解をしております。 

 今回は、ＪＲ遠野駅舎を中心とした中心市街

地活性化についてお伺いをしてまいります。 

 最初に申し添えさせていただきますけれども、

本日、私は駅舎を壊せとか、壊すなとか、そう

いうことを一切言うつもりはございませんので、

あらかじめ御了承いただきたいと思います。 

 先日、２月の25日に、遠野駅舎の未来を考え

る会が開催されました。また、別の市民団体が、

ＪＲ遠野駅解体に反対する１万人もの署名を集

めているというお話もお伺いしております。 

 現在、ＪＲ遠野駅舎については、どのような

方向でＪＲを交渉しているのか、今後の見通し

を含めてお伺いをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ＪＲの遠野駅舎の問題

は、中心市街地の再開発という視点に立った場

合においては、大きな課題の一つであります。

もうこの７年間、解体し小規模な跨線駅をとい

うような、そのような方針が示されてから、７

年ほどの経過が立っているところであります。 

 その間、さまざまな形で中心市街地の再開発

という一つの視点に立ちながら、いろんな形で

遠野のまちづくりという視点に立って取り組ん

でまいりました。ＪＲとの信頼関係を損なわな

いような中で、特にも中心市街地の再開発には、

県内の有数な金融機関も、遠野のまちづくりに

協力するという中で、移転・改築という中で、

町場にとどまっていただき、遠野のまちにふさ

わしい、中心市街地にふさわしいそのような支

店も新築をいただいたという経緯があります。 

 それからまた、この本庁舎も、このような中

で、中心市街地の中に本庁舎を持ちながら、や

っぱり中心市街地をしっかりとという中で、駅

前再開発の、あすもあも含め、旅の蔵遠野も含
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め、いろんな形で進めてきたという経緯があり、

その間、遠野駅舎の問題につきましては、ＪＲ

盛岡支社、私の記憶によりますと、福田支社長

さんがおりました。嶋支社長さんもおりました。

大内支社長さんもおりました。今、石田さんが

支社長をしております。もう４代になるわけで

こざいますけれども、４代の支社長さんとも、

遠野のまちづくりを行いたいので、駅舎問題を

それこそ正面から我々市と向き合っていただけ

ないかという中で行いをしてきたという経緯が

あるわけであります。 

 これらの経緯につきまして、それぞれ未来を

考える会、さまざまな、２月の25日にあったと

いう質問もあったわけでありますけども、その

辺の経過につきまして、これ、大きな市政課題

でもありますし、合築という一つの方向性の中

で、今、議論を進めているという一つの経過も

ございますので、２月の18日に、中心市街地の

再開発という大きな問題、そして、駅舎という

一つの遠野のまちづくりにとってはシンボル的

な存在となる、存在感のある駅舎の位置づけと

いったことも踏まえながらとなれば、これは、

よく行政の立場であれば、中心市街地の再開発

問題につきましては、よくいう国交省の縦と経

産省の一つの縦という一つの流れの中にあるわ

けでございますから、そのような中で、市役所

の中にあっても、まちづくり推進課が国交省の

ラインの中で、あるいは産業部の商工労働課が

経産省の流れの中で、まちづくりという一つの

取り組んでいるという部分の中で、ＪＲと向き

合っていても、これは信頼関係を構築できない

だろという中におきまして、プロジェクトチー

ムを立ち上げて、一体となって一つ市民の皆様

の理解をいただきながら、この問題についてＪ

Ｒ側と真摯な話し合いをしようということで、

手順を踏もうということにいたしましたので、

少々長くなるかもしれませんけども、今までの

経過も含めながら、取り組み状況を申し上げ、

この担当プロジェクトチームのチーフでありま

す環境整備部長のほうから、その辺の経過等に

つきまして御答弁申し上げますので、御了解を

いただければと思います。 

○議長（浅沼幸雄君）  千田環境整備部長。 

   〔環境整備部長千田孝喜君登壇〕 

○環境整備部長（千田孝喜君）  命によりまし

て、小松議員の質問にお答えをいたします。 

 これまでの取り組みでございますけども、昭

和25年に建設されました遠野駅舎は、築69年が

経過しております。老朽化と耐震性の問題から、

平成26年９月に、ＪＲ東日本盛岡支社から、遠

野駅舎解体と規模縮小の建てかえ方針を示され

たところでございます。 

 これに対しまして、市では、平成27年の２月

９日に、市内外の関係団体の代表によります遠

野駅舎の未来を考える会を立ち上げまして、２

月23日には、ＪＲ盛岡支社に対しまして、市、

市議会、遠野駅舎の未来を考える会の３者の連

名で、十分な話し合いを求める趣意書を提出し

たところでございました。 

 さらに、５月12日には、全国18の市で構成し

ます中心市街地活性化推進協議会の総会、全国

研究会が遠野市で開催されました。この席上、

国土交通省、岩手県、各市町等の参加もいただ

いていたところでございます。 

 これにあわせまして、中心市街地の象徴的建

造物であります遠野駅舎のあり方について、市

民の方々と幅広く検討する遠野駅舎中心市街地

活性化市民シンポジウムを開催したところです。 

 そうした中、同年７月１日に開催いたしまし

た駅舎の未来を考える会幹部の３人と、ＪＲ東

日本盛岡支社との意見交換会の場におきまして、

ＪＲ側から遠野駅舎の保存については、耐震強

度上の問題から、将来にわたり施設の安全を確

保するために、保存という選択肢がない旨の方

針が明らかとなったところでございます。 

 また、現在の遠野駅舎のデザインを生かし、

合築という提案も、このときに一緒にＪＲ側か

ら提案を受けたところでございます。 

 この内容につきましては、７月24日に遠野駅

舎の未来を考える会を開催した際、合築という

提案を受けたことを皆様方に報告したところで

す。 
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 この提案を受けまして、遠野駅舎の未来を考

える会をはじめ、広く市民との情報共有や意見

交換等を行いながら、平成30年６月１日に、遠

野駅舎を考える会において、合築による新築と

いう選択肢をもってＪＲと協議を具体的に進め

る旨の確認をしたところでありました。 

 ただし、その際、次のような意見を皆様方か

ら頂戴をしております。 

 まず１つ目は、会議の中では、現在の駅舎を

保存する方法は幾つもある。技術的にも可能で

ある。文化財的な観点から、保存すべきである

という意見もいただいたところです。 

 さらには、駅舎問題がなかなか進まない状況

で、小規模な駅舎に諦めざるを得ないと思った

ときもありましたけども、それを何とかつない

で、ＪＲ東日本盛岡支社との協議の場を設ける

ことができ、テーブルにつかせて、待ちに待っ

た整備方針が示されたことは大きな評価をした

という意見もございました。 

 さらに、この駅を残したい思いは一緒だが、

時計の針をとめておくわけにはいかない。前に

進めなければならない。利用者である市民や観

光客の安心・安全のためにも、苦渋の選択だが、

新しい駅に市民が魂を入れる思いを持ってすす

めていけばよい、という意見もございました。 

 さらに、極端な話をするなら、市が駅舎を建

てて、ＪＲが使う部分を貸して、貸した利用料

をＪＲ側からもらえば、かけた分を回収できる。

その方法であれば、自由に設計できる、そうい

うふうな考えもあるのではないか。 

 以上のようなさまざまな意見もいただき、結

果として、合築・新築の合意を得たというふう

に考えてございます。 

 平成27年７月の合築というＪＲの提案を受け

まして、平成30年６月１日に開催しました遠野

駅舎の未来を考える会で、市としても合築とい

う選択肢を具体的に検討するという方針を表明

するまでの間、さまざまな検討を進めてきてお

ります。 

 まずは、平成27年11月30日に、遠野駅舎の未

来を考える会を開催をしております。さらに、

平成28年２月３日、平成28年８月18日、同様に

未来を考える会を開催しております。 

 さらに、平成28年10月13日から12月８日まで

は、遠野駅舎の未来を考える会ワークショップ

を５回開催しております。これらワークショッ

プの意見をまとめまして、平成29年２月に報告

書として取りまとめ、５月23日に考える会の代

表者会議で内容を確認していただき、６月５日

にＪＲ東日本盛岡支社に、遠野駅舎を考える会

の会長と一緒に出向きまして、同報告書をＪＲ

盛岡支社に提出しております。 

 その後、平成29年７月11日に、駅舎の未来を

考える会に、そのような内容を報告しておりま

す。 

 以上のように、可能な限りの取り組みを展開

する中、ＪＲとの協議をし、合築・新築という

選択肢で協議を進める判断に至ったものでござ

います。 

 これは、ＪＲ側とさまざまな協議、交渉を踏

まえた一つの到達点と受けとめております。平

成31年２月25日、先ほど、議員から話がありま

したけども、遠野駅舎未来を考える会を開催さ

せていただき、市の検討結果について報告し、

改めて合築・新築の必要性について説明したも

のでございます。 

 会議の中では、一部の出席者から、構造の専

門家である大学研究者の見解としては、構造補

強が可能であると、保存できるとの意見、駅舎

の整備方針に係る合意形成とプロセスが不透明

であるという意見も頂戴いたしました。さらに、

保存したいが、補強するまで時間がかかるのを

待ってはいられない。これまでの会議でようや

くここまで来たのに、さかのぼるより方針をま

とめる時期に来ているという意見もありました。 

 今後、市ではどのように遠野駅舎の活用を進

めるのかという問いでありますが、保存・合築

の意見も、どちらもありがたい意見ではござい

ます。いつまでも方針を出さないのは、得策で

はございません。ＪＲ東日本という交渉の相手

方がある中、いつまでも具体的な協議のテーブ

ルに着かないことは、お互いの信頼関係まで台
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なしにしてしまう可能性もあります。市として

は、この段階で責任を持って判断しなければな

りません。 

 市では、昨年11月からことし２月まで、計５

回、遠野市中心市街地活性化協議会の中に設置

されておりますワーキンググループの皆様に、

遠野駅舎周辺など、中心市街地の活性化に関す

るアイデアにつきまして、客観的な指標による

数値化と意見を集約をしていただきました。今

後、市では、これらの意見を参考にして、新し

い駅舎に持たせる機能の素案の策定に着手する

とともに、ＪＲとの協定に基づく釜石線遠野駅

周辺整備基本計画調査を進めまして、中心市街

地活性化協議会及び遠野駅舎の未来を考える会

から意見をお聞きしながら、ことし10月までに

は複数の活用案を策定する予定としております。 

 さらに、複数の活用案ができた段階では、再

度、中心市街地活性化協議会及び遠野駅舎の未

来を考える会から、御意見を頂戴いたしまして、

そして、平成31年度中に最終的な活用案の案を

皆様にお示ししたいというふうに考えてござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（浅沼幸雄君）  10分間休憩いたします。 

   午前11時00分 休憩   

────────────────── 

   午前11時11分 開議   

○議長（浅沼幸雄君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。１番小松正

真君。 

   〔１番小松正真君登壇〕 

○１番（小松正真君）  休憩前に、駅舎の件に

ついてお伺いをいたしました。今現在ＪＲとは、

今の駅舎を解体をして新築合築で交渉を進めて

いるという方向性だということをお伺いをいた

しました。 

 先日、駅舎の未来を考える会でも、詳しい数

値の説明がなされまして、10月までに方針をま

とめるという話でございましたので、きっちり

やっていただきたいと思うんですけれども、先

ほども説明があったとおり、駅舎の会では、壊

すことに反対をする人たちが意見書を提出いた

しました。先ほども言ったとおり、今の駅の状

態というものが詳しく示されておりますので、

ここからがやはり議論のスタートなのかなとい

うふうに感じております。まだまだ、市民の中

の議論が足りないというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

 さて、きょう、中心市街地活性化の計画につ

いてお伺いをするということでございましたの

で、ちょっと中心市街地活性化の計画について

お伺いをしてまいりたいと思うんですけれども、

中心市街地活性化基本計画というものがござい

ます。その中では、ＪＲ遠野駅舎、今後もずっ

と建ち続けていく、今の駅舎が残っていくとい

う記載がございます。また、ここに１冊の計画

書がございます。遠野版生涯活躍のまち基本構

想・基本計画という計画書でございます。この

計画、またの名を、ちょっと長いんですけど、

遠野市中心市街地再生を基軸とした生涯活躍の

まちづくりプロジェクトというそうでございま

す。 

 以降、本計画についてちょっとお伺いをして

まいりたいなというふうに思うんですけれども、

この計画書は、平成28年度に青年海外協力協会

──ＪＯＣＡに発注され、遠野市が作成した駅

舎を含めた中心市街地の活性化計画でございま

す。この計画書をもとに、遠野市中心市街地の

再生を図っていくために計画が作成されたとい

うふうに理解をしておりますけれども、この計

画書48ページにも、「既設の駅舎の再生によっ

て醸成するまち」というふうな記載がございま

す。 

 この計画によれば、ＪＲ遠野駅舎は今の姿の

まま壊されることなく建ち続けているというこ

とになっているんですけれども、このような計

画を立てているのにもかかわらず、なぜそれに

反して遠野駅舎を壊す方向でＪＲと交渉を行っ

ているのか、先ほどの御答弁にもあったかと思

いますけれども、再度お伺いをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 
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   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この駅舎問題につきま

しては、先ほどＪＲの場とのほうの交渉の窓口

になっている担当の環境整備部長のほうから、

詳しく経過とともについて申し上げました。プ

ロセスが不明だというようなそのような声も私

のところに届いておりますけども、ただいま時

間をかなり費やしまして、これまでの経過を丁

寧に議員各位にも申し上げたということは、そ

のようなしっかりとした手順を踏んで、信頼関

係を構築しながらという部分の中で、中心市街

地の再開発をしっかりと進めてまいりたいとい

う中での思いの中から、担当部長のほうから御

答弁申し上げたということであります。 

 昨年の９月議会におきましても、萩野幸弘議

員のほうからもいろいろ御質問をいただきまし

た。その際も、いろいろこの駅舎問題等につき

ましての私の考えも申し上げたところでありま

すけども、今、再生計画の中に駅舎の保存とい

うものが位置づけられているのではないかとい

うようなそのような話をしました。 

 しかし、これは所有者がＪＲであります。遠

野市のものではありません。その中におきまし

て、なかなか情報が、駅舎の現状といったもの

の情報につきまして、なかなか我々も情報を得

ることができないという一つの中にありました。

そういった中におきまして、信頼関係というこ

とを今までも何度も申し上げてきているわけで

ありますけども、信頼関係をしっかりつくりな

がら、遠野駅舎の現状といったものを改めて知

るところとなったということも一つの事実とし

てあるわけであります。保存か解体かという二

者択一の議論ではない。いろいろ文化的な価値

も含めてという部分もあれば、もちろん保存と

いうことにもなるわけでありますけども、その

ような一つの考え方も踏まえながら、いろんな

角度から検討した結果、ＪＲのほうとのあのま

ちづくりのシンボルとしての駅舎の景観はしっ

かりと確保するというような話、しかし、そこ

の中にどのような機能をという分になれば、お

互い話し合いましょうというようなそのような

場に持ち込むことができたということになるわ

けでありますから、計画でそのような位置づけ

をされておったんだけど、いつ変わったんだと

いうようなそのような話の中よりも、中身の中

でしっかりとその辺のを踏まえながら対応して

いかなければならないんじゃないのかなという

ように思っております。 

 ＪＲが大変大量な輸送手段を持っております。

発信力は物すごいものがあります。１月に全国

紙、それから主要週刊誌に、遠野市のいろんな

観光イベント情報が掲載されました。あれを広

告料にしたならば大変な額なわけであります。 

 もう一方においては、四季島という豪華列車

のお客さんも遠野へ呼びこんできていただいて

おります。ＳＬ銀河も大変な費用がかかってい

るわけであります。でも、市民の皆様が懸命に

おもてなしという中で、郷土芸能の御披露をし

たり、温かいおもてなしをすることによって、

遠野ならではという一つの中で、ＪＲもＳＬ銀

河を今こうして遠野へ向けて走らせていただい

ているという大変な形での応援をいただいてい

るという部分になれば、遠野の活性化、先ほど、

ローカルベンチャーの話の中で、予算規模と成

果の話が出ました。しかし、やはりそこから得

る一つの大きなものがお金ではない、予算では

ないというところに、我々も改めて気がつかな

ければならないかというように思っております。 

 いろんな方々がＪＲが運んできて、いろんな

方々を遠野に寄せ、ふるさと村、ちょっと遠い

けどもふるさと村も遠野ならではのインバウン

ドの大きな受け皿になるぞという中で応援をし

てくれているわけであります。そのようなこと

を踏まえながら、計画といったものを常に見直

しをしながらという部分はその中にあるという

部分と、やはり情報をしっかりと把握すれば、

やはりどちらの選択肢の中でいくのがというの

であれば、そのためのこれまでの手順をしっか

りと踏みながら行ってきたというその経過を受

けとめていただければということを思って、先

ほど環境整備部長のほうから長い時間申し上げ

たのは、その辺を理解していただきたい、また、
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わかっていただきたい、前に進まなければなり

ません。このまま立ちどまるわけにはいきませ

ん。 

 未来を考える会に、ある会員の方から、この

まま立ちどまっておったんでは遠野のまちづく

りはおくれるぞ、前へみんなで進もうというそ

のようなお話も発言をいただきました。やはり、

どんどん状況が動いているわけであります。そ

ういった中におきまして、今、ここで立ちどま

るというよりも、やっぱり前に進むという中で、

一番ベストではないかもしれませんけども、ベ

ターな選択肢の中で、市民まさに一丸となって

この問題に向き合っていかなければ、中心市街

地の再開発、これもなかなか進まない。この問

題は、５年、10年というスパンの中で考えなけ

ればならない一つの大きな課題であります。 

 駅前再開発、今でも思い出しておりますけど

も、10年前、これをひもとこうという中で取り

組みました。そういった中におきまして、駅舎、

あすもあ遠野の位置づけの問題から、駅前再

開発をどうするかという問題、やはり大きな課

題でありましたけども、市民の皆様がしっかり

とそれを受けとめて、みんなで頑張ろうという

中で、今のあのような姿が見えてきているとい

うことになるわけでございますし、多くの関係

機関団体も、繰り返しになりますけども、金融

機関も遠野のまちづくりに協力しましょうとい

う中で、あのような支店を２つほど、この中心

市街地の中に設けていただいたというそのよう

な配慮もいただいているわけでありますから、

その辺を踏まえれば、この駅舎問題につきまし

ても、一定の一つの方針の中から前に進まなけ

れば、まさに遠野のまちづくりがまたおくれて

しまうということにもなりかねないという部分

の中における危機感も、私なりに持っていると

いうことも申し上げまして答弁といたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  １番小松正真君。 

   〔１番小松正真君登壇〕 

○１番（小松正真君）  僕、ちょっと緊張して

いまして、なかなか市長の答弁が耳に入ってこ

ないような状態でございまして、ちょっと簡潔

にしてもらえればすごく助かります。 

 私が何を言いたかったかというと、やはり計

画がありながら、それに沿っていかないという

ふうなものにやっぱり不思議を覚えたからです。

本来、計画というものがあれば、やっぱりそれ

に可能な限り近づけていくというものが基本で

はないのかなというところで、ちょっと違和感

を覚えたのでこの質問をさせていただきました。 

 この計画というのが、先ほどの、遠野版生涯

活躍のまち基本構想・基本計画というのは、こ

れは正式な計画なんでしょうか。遠野市の正式

な計画なのかどうかというのを、ちょっと今通

告外かもしれないですけど、もしお答えいただ

けるようであればお伺いをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま御質問の中で

お示ししました計画、これは計画でありまして

公表しているものでありますから、正式なもの

だということになろうかと思っております。 

○議長（浅沼幸雄君）  １番小松正真君。 

   〔１番小松正真君登壇〕 

○１番（小松正真君）  この遠野版生涯活躍の

まち基本構想・基本計画に関しては、正式な計

画だということで理解をいたしました。 

 先ほど、公表というお話があったんですけれ

ども、私、これ情報公開請求というのをやって

取り寄せた計画なんです。普通、計画というの

は市民一般にばあっと開かれて、例えばイン

ターネットでも閲覧できるよみたいな状態を公

表というんじゃないのかなというふうに思うん

ですが、なぜ、これ情報公開請求しなければな

らなかったのか。情報公開請求をしなければな

らない計画が遠野市の中にあるというのに、ち

ょっと僕は驚いています。なので、この情報公

開のあり方というものに関して、きっちり考え

ていただければなというふうに思いますし、こ

れ、関連契約も合わせて2,500万円ほど使って

つくられた計画だというふうにお伺いをしてお

ります。このぐらい高額な計画でございますの

で、きっちり市民に公表をするということを、
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先ほど、公表の定義を公表というふうな感じに

いたしまして、そういうふうな公表をするおつ

もりがあるのかどうか確認いたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  何のプロジェクトでも

そうでございますけども、やはりいろんな情報

を整理しながら一定の方向性をその中で確認を

しながら、前に進んでいくということになるわ

けでございますから、そのプロセスの一環とし

てそのような計画の中での議論を行ったという

一つの位置づけの中で、私は捉えているところ

でございますので、御理解をいただけると思い

ます。 

○議長（浅沼幸雄君）  １番小松正真君。 

   〔１番小松正真君登壇〕 

○１番（小松正真君）  ちょっと話がそれてし

まって申しわけございません。先ほども言った

とおりでございます。情報公開、きちっと考え

ていただければと思います。 

 本日、中心市街地の活性化についてお伺いを

してまいりました。今後、中心市街地活性化協

議会、さらには駅舎の未来を考える会に方針を

諮りながらというふうにお伺いをしてきたとこ

ろでございます。この中心市街地の活性化につ

いては、さまざまな議論がなされるべきである

というふうに思います。改めて、今後、どのよ

うに進めていくおつもりなのか、これを、ちょ

っと重複しますけども再度確認します。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  中心市街地の活性化の

中におきまして、商工会のほうが中心となって

まとめたワークショップの報告書を、先般、中

心市街地活性化協議会の会長のほうから、私も

その報告書を受け取ったところであります。そ

してまた、先般の未来を考える会の際にもいろ

いろ意見が出た内容等につきましても、ＪＲの

ほうにはしっかりと伝えて、またそのような内

容も情報提供を申し上げているところでありま

す。したがいまして、中心市街地活性化協議会

の皆様の声、あるいは未来を考える会の皆様の

声、また多くの関係機関、団体の皆様の建設的

な意見等をしっかりと受けとめながら、ＪＲと

どうすればどのようなまちづくりの一つの大き

なシンボルとしても、あるいは利活用の安心・

安全といったようなものを、さらにはこの大き

な流れの中において、少子高齢化という流れ、

一方においてはインバウンドという流れの中に

あって、この駅舎というものをどのように捉え

るのかという部分においての50年、100年とい

ったものを見据えながらの駅舎の問題等につき

まして、いろいろ議論を交わしながら、先ほど

答弁で申し上げましたとおり、この10月ごろま

でには一定の駅舎のイメージ、あるいは合築の

内容等につきましても、もう少し見えてくるん

ではないのかなと思っておりますので、これか

らも、担当窓口をしっかりと定めて、そのよう

な形でＪＲと信頼関係を持ちながら、誠実に一

つ対応と交渉を進めてまいりたいというふうに

改めて思っているところでございますので、よ

ろしくお願いします。 

○議長（浅沼幸雄君）  １番小松正真君。 

   〔１番小松正真君登壇〕 

○１番（小松正真君）  本日、大きく２点につ

いてお伺いをしてまいりました。１点目につい

ても２点目についても、これコンサルタント型

の事業ではないかなというふうに理解をしてお

ります。なかなかコンサルタントに委託してい

る事業が、遠野の中で機能していないんじゃな

いかなというふうな印象が持たれるところであ

ると思いますので、今後、こういった問題をし

っかりと市民の皆さんに説明をする努力をして

いただきたいと思います。 

 今後も、市民の皆さんの事業になるために、

我々もきっちりと注視してまいりたいと思いま

す。 

 以上で、私からの一般質問を終わります。 

○議長（浅沼幸雄君）  次に進みます。３番菊

池浩士君。 

   〔３番菊池浩士君登壇〕 

○３番（菊池浩士君）  菊池浩士でございます。 
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 それでは、通告に従い、一括質問方式による

一般質問をさせていただきますが、何分にも初

めての一般質問でございますので、至らぬ点が

ありましたなら御容赦願います。 

 最近の遠野市の状況を見ますと、昨年11月に

は、国道340号線の立丸峠トンネルが開通し、

また、一昨日には東北横断自動車道釜石秋田線

の遠野住田から、遠野インターチェンジ間が開

通しました。来る今月９日には、三陸自動車道

までつながり、釜石秋田線が全線開通の予定で、

周辺の状況がどんどん変わっていこうとしてい

ます。 

 また、本市においては、2020年東京オリンピ

ック・パラリンピックのブラインドサッカーの

ホストタウンとして、ブラジル代表を迎え入れ

る準備も着々と進んでいる状況にあります。 

 時代も、今上天皇陛下が４月末に御退位にな

られることから、平成時代も残りわずかとなり、

時代が目まぐるしく変わろうとしています。こ

のような状況の中で、本市が持続可能なまちづ

くりに注力し、さらなる発展を押し進める観点

から質問をさせていただきます。 

 大項目として、２点質問いたします。 

 １点目は、人口減少社会における遠野市の課

題についてでございます。 

 ２点目は、地域コミュニティーの再生につい

てでございます。 

 まず、大項目１点目の人口減少社会における

遠野市の課題についてでございます。 

 現在、日本社会全体を見たときに、急速に人

口減少社会に入ってきているわけですが、本市

においても平成16年の新遠野市が誕生した時点

で、３万2,364人だった人口は、平成30年10月

末現在２万7,211人であり、年間400人ぐらい減

少しています。このような状況の中で、人口減

少の一つの歯どめ策を担う定住促進組織として、

「で・くらす遠野」が平成18年10月に設立され、

移住の相談とサポート、遠野ファンの拡大、い

わゆる「で・くらす遠野」市民制度の２つを目

的として運営されていますが、移住相談者や市

民制度会員はいずれも減少傾向にあると伺って

おります。つきましては、「で・くらす遠野」

の現状と今後の課題は何かお伺いいたします。 

 また、Ｉターン・Ｕターンする方へ「で・く

らす遠野」がどのように対応しているのか、平

成27年度に創設した空き家バンクとの関連はど

のようになっているのか、空き家の所有者及び

住居者に対するリフォーム等の補助制度はどの

ような利用状況なのか、どの程度利用されてい

るのかお伺いいたします。 

 次に、大項目２点目の地域コミュニティーの

再生についてでございます。 

 高齢化の進行に伴う高齢者の見守り活動や買

い物支援、防災対策や文化の伝承など、地域の

課題が以前にも増して深刻化し、地域における

主体的な課題解決が求められていますが、一方

では、解決主体となるべき地域コミュニティー

の衰退が地域リーダーの不足と相まって顕著に

なってきています。こうした中にあって、本市

においては、平成27年度に地域コミュニティー

支援方針を策定し、平成28年度から５カ年の期

間で、持続可能なコミュニティーの育成に取り

組んでいますが、一つの対処策として、行政区

の編成についても提起し、私は有効な施策と考

えておりますが、現在、このことについてどの

ように考えているかお伺いいたします。 

 なお、主体的な地域コミュニティーをつくる

ため、各地区ごとに地区まちづくり計画を策定

し、実践することを提起していますが、この現

状と今後どのように推移していくかお伺いいた

します。 

 また、住民全体の自治を進めるため、地区セ

ンターへの指定管理者制度の導入についても検

討を進めていると伺っていますが、検討の状況

と方向性についてお伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  菊池浩士議員の一般質

問にお答えいたします。一括ということであり

ますので、大項目が人口減少社会における遠野

市の課題、それから地域コミュニティーの再生

という一つの項目での御質問でありました。順
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次、答弁をしてまいりたいというように思って

おります。 

 御質問にありましたとおり「で・くらす遠

野」は、平成18年10月に誕生した一つの制度で

あります。遠野で暮らすというそのような一つ

のものを「で・くらす遠野」という仕組みに持

ち込んだということであります。移住定住とい

ったような一つの流れの中で、地方の活性化を

図ろうという一つの流れがありました。当時は、

団塊の世代のＩターン・Ｕターンを進めようと、

100万人ふるさと回帰というようなそのような

動きもあったわけでありますので、それにしっ

かりと対応するためには、まさに遠野に移住そ

して定住をしようというような仕組みに持ち込

みたいというような一つの中で、この「で・く

らす遠野」制度を立ち上げたということであり

ます。 

 そして、この移住の相談、現状と課題という

ことでありましたので、ちょっと現状と課題を

申し上げたいというふうに思っておりますけど

も、いうところの移住の相談とサポートという

中で、Ｉターン・Ｕターン希望のワンストップ

窓口として、市内の不動産情報等を、あるいは

生活情報などを提供をいたしております。これ

も大丈夫。 

 ２つ目は、遠野ファンの拡大を目指して、市

民制度を創設いたしまして、この遠野により身

近に感じていただくように、全国の遠野ファン

の拡大をこの「で・くらす遠野」制度から見出

しているということであります。 

 そして、この移住定住の移住の相談とサポー

トにつきましては、常にワンストップ窓口を心

がけながら対応を進めているところであります。

新規就農あるいは就労など、さまざまな相談に

対しまして、関係課あるいは関係機関と情報を

共有しながら対応を進めるというそのような中、

また空き家の相談についても、物件の所有者な

どの条件、そのようなものもしっかり、そして

またもっと詳しくといった場合においては、不

動産業者の方にも同行をお願いしながら、随時

現地のほうにも出向くというようなそのような

きめ細かい対応を行っているところであります。 

 こうした中で、「で・くらす遠野」の問い合

わせ数は、平成18年度から30年度３月31日現在、

これはもう18年からでありますから、10年以上

になるわけでございますけども、延べ434件の

問い合わせがありまして、移住した世帯は92世

帯177名となっております。この数字は、人口

減少という一つの中にありまして、私なりにこ

の手応えという中におきまして、これだけの

方々が移ってきているという部分に、この

「で・くらす遠野」制度の何らかの形でこのよ

うな結果等の数字としてあらわしたんじゃない

のかなと思っております。平成23年度以降を平

均いたしまして、10世帯前後で推移しているそ

のような中であります。 

 相談件数も、23年度の77件を最高に、これは

ちょっと減少傾向に今ありまして、29年は14件

の相談件数になってきているとなりますから、

ちょっとこの移住者数あるいは相談といったも

のは減少傾向にあるという部分を、また改めて

検証しながら何かそこに発信、あるいは情報提

供の中に何か課題はないのかなということを分

析しながら、さらなるこの制度の周知と移住定

住といったような一つの流れをこのように持っ

ていく、そのためには遠野郷人会の総会、ある

いはＵターン・Ｉターン相談会、ふるさと回帰

フェアや新農業人フェアといったようなのにも

積極的に参加しながら、さらには県南広域振興

局主催の南岩手暮らしセミナーといったような

ものにも積極的に参加いたしながら、遠野市の

ＰＲを行っているという状況にあります。 

 平成29年度の１年間に158万人の観光客が訪

れているということであります。これはリピー

ターで何度も訪れている観光客もこの数字の中

には含まれているところでありますので、この

ような流れをしっかり受けとめながら対応しな

きゃなりませんけども、「で・くらす遠野」の

知名度は、まだ必ずしも十分ではないという一

つの流れの中で、この存在を市内外に発信しな

がら、さらなるこの対応を進めてまいりたいと

いうように考えているところでございますので、
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この「で・くらす遠野」、平成18年に立ち上げ

てからの10年以上を経過しているわけでござい

ますから、その内容も、ただいまの御質問にあ

りましたとおり、大きく社会経済情勢あるいは

一つの都市と地方の関係、そしていろんな地方

創生という一つの国の政策の流れといったもの

が出てきているわけでございますし、団塊の世

代を中心とする、あるいは働き方改革もさまざ

まな中で新たな制度に入ってきている、また労

働力の問題も含めれば、外国人労働者問題も国

の大きな課題になり、それも法制化をされなが

らそのような流れも出てきていることになるわ

けでございますから、そのような一つの流れを

しっかりと受けとめながら、この「で・くらす

遠野」市民制度の中身、あるいはＰＲ、さらに

は、ＰＲと周知は同じなわけでございますけど

も、そのようなものにも含めながら、この移住

定住といったような問題にもしっかりと向き合

っていかなければならないかというように考え

ているところであります。 

 それから、Ｉターン・Ｕターンへの対応と空

き家バンクの状況についてでありますけども、

これにつきましては、一つの現状を見ますと、

平成28年度、空き家調査を実施いたしました。

空き家と判定された住宅が598棟、そしてその

うちすぐに住めるというそのような住宅が183

棟、修繕等を行えば住めるというそのような空

き家が362棟あったということでありまして、

そのほかにも意向調査を行った結果、約50軒の

貸し出しの申し出があったというそのような数

字として把握しているところであります。 

 空き家所有者のうち、所有者の情報がわかる

480軒、これにつきましては、きちんと情報冊

子を送付いたしまして、さまざまな形でこのよ

うな周知を図りながらという中で、相談会ある

いはその中におきまして、いろんな形でこの物

件の内容なども紹介をしておりますけども、相

談会の申し込みは30組を超えているという中で、

関心の高さというものは、その中から伺うこと

ができますので、この問題につきましてもしっ

かりと対応してまいりたいというように考えて

いるところであります。 

 そして、この分につきましては、地方創生の

流れの中におきまして、県内の金融機関が利子

補給のようなものも考えるという中で空き家、

それからまたこの空き家対策の一つの問題につ

きましては、日本郵便局株式会社のほうからも

遠野市としっかりと提携を図りながら、郵便局、

ＪＰのほうとしても、この問題についてもひと

つお手伝いをしたいというような申し入れも受

けているところでございますから、このような

形での連携を図りながら、この人口減少におけ

る一つのこの「で・くらす遠野」、そしてＩ

ターン・Ｕターンへの対応についての空き家バ

ンクの一つの具体化といったものにつきまして、

ただいま申し上げました数字に基づきまして対

応をしてまいりたいというふうに考えていると

ころであります。 

 ２つ目の、地域コミュニティーの再生問題に

つきましては、一つは行政区の再編等について

の御質問がありました。この行政区の再編の問

題につきましては、やはり大きな課題の一つで

あろうかというふうに捉えているところであり

ますけども、平成27年４月に、第２次進化まち

づくり検証会で、一つ検証した結果を提言をい

ただいております。一つ、２年以上に渡る検討

会の中におきまして、行政区の再編等について

も幅広い議論が交わされました。行政区の統合、

再編も必要との内容がこの中に含まれていたと

いうことは御案内のとおりであります。しかし、

この行政区と自治会がほとんどの地区で一体と

なっているという現状があります。行政区の合

併を検討したという中にありまして、自治会の

合併も一緒に行いたいが地域で合意できない、

あるいは、数合わせの再編はやめてほしいなど

の意見も出まして、なかなかこれをしっかりと

した行政区の再編の方向まで、まだ打ち出せな

いような状況にある中で、かなり難しいという

一つの中で判断をしたという経過があります。 

 ただ、小さな拠点をネットワークにという中

で大きくまた地区センターのあり方等について

も、今、新たな仕組みづくりに取り組もうとい
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うところに踏み出したわけでございますので、

そういった面につきましては、やはりまた一つ

の大きな地域課題というにも、遠野のまちづく

りにとっては大変重要な一つの課題であるとい

う認識のもとに、このような問題についても真

正面から向き合いながら、地域住民の皆様の合

意形成を図ってまいりたいというように考えて

おります。 

 さらには、地区まちづくり計画の現状と今後

の推移についてでありますけども、平成30年度

のこのまちづくり計画の中におきまして、この

一括交付型補助金を活用して、事業総数は160

事業展開されました。いろんな形で、さまざま

な切り口から展開をされたという経緯がありま

す。しかし、これをただ行ったというだけじゃ

なくして、これをしっかり検証しながら、であ

ればどうすればいいか、まちづくり計画のその

ものが着実に実施できるように、これまでの地

域づくりの主体となってきた各町の地域づくり

連絡協議会を母体といたしまして、これらの一

つの効率的な事業の実施を行いながら、さらに

は持続可能な地域コミュニティーというものを

育てながら見出すということになろうかという

ように思っておりまして、きょう６時からであ

りますか、地域づくり推進大会が、あえりあの

ほうで各地域の方々が集まって、いろんな我が

地区はという中で事例発表が行われるというこ

とも企画されているところでございますから、

この分におきましては、地域の皆様がみずから

考えるというそのような一つの動きが出てきて

いるということにつきましては、一つの手応え

と、この動きを確実なものに持っていきたいと

いうように考えているところでございますので、

御理解をいただければと思っております。 

 さらには、地区センターの指定管理制度の導

入の考え方はどうなんだろうという一つの御質

問でありました。この地区センターの果たす役

割、地域住民の活動支援にさらにこれを重く置

くと、その場合に、職員についても地域活動の

支援に専念できる体制を、やはり行政の市の立

場としてもしっかりと構築していかなければな

らないかというような認識でおります。そのた

めには、一つの方法として、地区センターの指

定管理者制度の導入といったようなものも一つ

の選択肢としてある、したがって、この地区セ

ンターを地域運営組織等に指定管理するという

ことで、活動拠点施設である地区センターの管

理運営がいうところの効率的にできるんではな

いだろうかと、そのような動きも地域によって

も出てきておりますから、このような動きをど

のように受けとめながら、この一つの指定管理

制度というものにどのように移行していくかと

いうことにつきましては、ここ一、二年が大き

な一つの重大な時期になるんではないのかなと

思っておりますので、そのためにも、一にも二

にも地域住民の皆様の一つの地域に対する思い

と、それにいうところのリーダーとしての、指

導者としてのリーダーの方々の一つの存在、し

たがって、この導入の時期ということに対しま

しては、地域と十分な協議を行わなければなら

ない、これがいうところの一つの方針だからと

いうわけにはいかない、それぞれの11地区の地

区センターのそれぞれの事情、あるいは人材、

あるいはさまざまな置かれている一つの状況、

そのようなものがあるわけでございますから、

その辺をしっかりと踏まえた中で、じゃあどこ

からどのような方法の中の管理運営制度を持っ

ていったらいいのかということについて、順次

合意形成を図りながら進めていくという手順を

丁寧に進めてまいりたいというように考えてい

るところでございますから、御理解をいただけ

ると思っております。 

 以上、一括質問でありましたので、それぞれ

の課題等につきまして、現状と課題、それから

今後の方針等について答弁を申し上げました。 

○議長（浅沼幸雄君）  ３番菊池浩士君。 

   〔３番菊池浩士君登壇〕 

○３番（菊池浩士君）  ただいま、答弁いただ

きました。ちょっと、１つ抜けているところが

あるかなと思いまして、もう一度伺いいたしま

す。 

 空き家の所有者及び住居者に対するリフォー
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ム等の補助制度などは、利用状況等どういうも

のがあるのかお知らせいただきたいと思います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  再質問にお答えいたし

ます。 

 空き家の補助制度についての状況はというこ

とでございましたので、いろいろこの状況を見

ますと、先ほど、空き家の一つの数字につきま

しては申し上げました。そういった中におきま

して、この27年度から29年度までに58軒が新た

に空き家としてという中で、その中で賃貸済み

が31件、売却済みが23件、取り下げが１件、そ

して３件が登録中というそこになっています。 

 このリフォーム事業の制度につきましては、

助成対象となる空き家は１戸建て住宅で、現に

居住していないもの、また居住者が居住後３カ

月以内のものが対象となると、この助成金はそ

ういう条件があります。リフォーム工事等に要

する経費の２分の１に相当する額以内の額とし

て、25万円を上限として助成をしているという

ことになりまして、平成22年度から現在まで、

約18件の方々にこの助成を行っているというよ

うな状況にあるということで、そのような制度

もうまく活用しながら対応していかなければな

らないかなというように思っております。 

○議長（浅沼幸雄君）  ３番菊池浩士君。 

   〔３番菊池浩士君登壇〕 

○３番（菊池浩士君）  市長の答弁には納得し、

了解いたしました。 

 冒頭、申し上げたとおり、議員として精一杯、

市の発展に向けて取り組んでまいる所存ですが、

私は平成28年度を初年度とする第２次遠野市総

合計画に上げた項目一つ一つを丁寧に実践して

いくことが何よりも大切なことと考えています

ので、議員として、そして遠野市民として率先

して取り組んでまいることをお誓い申し上げ、

私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（浅沼幸雄君）  午後１時まで休憩いた

します。 

   午前11時56分 休憩   

────────────────── 

   午後１時00分 開議   

○議長（浅沼幸雄君）  休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 次に進みます。17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  佐々木大三郎でご

ざいます。事前通告に従い、一問一答方式によ

り、市長に対して大項目２点について伺います。 

 質問内容の１点目は、小さな拠点による地域

づくりについて、そして、２点目は、中学校再

編後の学校施設等の活用について伺います。 

 質問に入る前に、ことしも厳寒の遠野郷に春

の息吹を感じさせる遠野物語ファンタジーが開

催されました。演目は、「天人子～まごころの

贈り物～」という内容でしたが、会場は、市内

外から多くの観客で満席となり、出演者の迫真

の演技が生み出す絶妙な迫力と笑い、そして、

義理と人情の尊さに引きつけられました。また、

初出演者の方々も演技力もすばらしいものがあ

りました。関係者の皆さん、裏方の皆さんも含

めまして大変御苦労さまでした。来年も期待さ

せていただきます。 

 それでは、１点目の質問の小さな拠点による

地域づくりについて伺います。この質問は、き

のう、きょうと質問された同僚議員の質問内容

と一部が重複しておりますので、その部分につ

きましては、市長の御判断でもって、簡潔でも

結構でございますので御答弁をお願いいたしま

す。 

 この小さな拠点による地域づくりにつきまし

ては、市長の平成31年度施政方針の中で述べら

れております。また、３つの重要施策の中の一

つとして位置づけられているように、市民の日

常生活への影響が大きく、関心度も高いものと

思われますので、その基本的な考え方について、

細部にわたって質問させていただきます。 

 さて、遠野市の少子高齢化と人口減少によっ

て懸念されるのは、社会保障関連経費の増加と

市内消費額の減少による経済規模の縮小という

ことであります。そして、このことによって、
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税収等の落ち込みと住民１人当たりの行政コス

トの増加が懸念されます。さらに、地域内の各

集落の人口減少と人材不足は、郷土芸能など、

文化の衰退と集落内コミュニティの低下を招き、

やがては、地域の日常生活は立ち行かなくなっ

てしまうことが懸念されるわけであります。 

 そこで伺います。さきに国立社会保障・人口

問題研究所から示された人口推計値と比較して、

当市の少子高齢化と人口減少の現状及び将来ビ

ジュンはどのように推移しているのかについて

伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  佐々木大三郎議員の一

般質問にお答えいたします。 

 項目では、大項目で２項目という中での質問

でありますけども、まず、第１問目の質問であ

ります、当市の少子高齢化と人口減少の現状及

び将来ビジョン、どのように捉えているのかと

いう、そのような御質問でありました。 

 国立社会保障・人口問題研究所の推計であり

ます。これは、平成25年３月によりますと、平

成27年の国勢調査では、２万7,619人、これは

平成22年対比で6.2％減、５年ごとの国勢調査

でありますから、6.2％の減と推計されました

が、実際は、２万8,062人、4.3％の減であり、

推計値よりも543人多かったという、そのよう

な結果になっております。 

 年齢３区分別人口からみますと、国立社会保

障・人口問題研究所の年少人口の推計値より10

0人、生産年齢人口は350人、老年人口は約40人

を上回る結果という、そのような数字になって

おります。特に、この年齢３区分別人口におい

ては、推計値を全ての区分で上回る結果となっ

たということもありますので、いうところの国

が示した一つの数値よりも、いうところの、踏

みとどまったということになるんではないかな

というように捉え、分析もいたしているところ

であります。 

 そして、この生産年齢人口の増加というもの

があったわけでありますけども、これは、雇用

の確保による転出の抑制、さらには、移住の、

先ほども菊池浩士議員から、移住定住のお話が

ありましたけども、移住の促進による転入の増

加といったようなものも一定の成果として、数

字としてあらわれたんではないかなというふう

に捉えております。 

 そういったことを比較いたしますと、平成22

年の国勢調査と27年度の国勢調査を比較します

と、社会増減率が0.51％増につながったという、

そのような結果になっていまして、この部分は、

実は全国にある過疎地域の中にあっても、この

社会増減率が踏みとどまっているということに

対しまして、内閣府がかなり興味を持っておる、

関心を持っておるというような話を聞いており

ますので、やっぱり、それなりの成果として出

たんではないのかなというようにも思っていま

す。 

 この合計特殊出生率につきましては1.71、平

成29年度の出生数は138人であります。この合

計特殊出生率のこの目標数値を1.9を下回った、

これは1.9というのは1.92というのは、いうと

ころの人口を横ばいというか、抑え込むと、人

口減少をとどめるということの数字が1.92なわ

けでございますけども、これは、やっぱり晩婚

化とか、そのような状況と、出産年齢が高齢化

しているということも一つの要因として上げら

れるのかなというように思っております。 

 特に、この出生率につきましては、28年度よ

り７人増加しておりますけども、27年度と比較

すると25人減少、もう一方においては、高齢化

は平成31年２月末現在で38.8％と年々上昇して

いるという状況にあります。ただ、これは、65

歳でもっての高齢化率の弾き出しであるわけで

ございますから、やはり、これは、これをしっ

かりと受けとめることはもちろんでありますけ

ども、70歳あるいは75歳という中で高齢化率を

見るというのも、また一つの見方ではないのか

なというように思っているところでございます

ので、65歳でもつと38.8％という数字になって

おるということであります。 

 2040年には、2040年問題もいろいろ取り沙汰
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されているわけでございますけども、65歳で見

た場合の高齢化率は43.4％になると予測されて

おります。これが、この言った中で、この遠野

市の人口ビジュンをこういったものをもとにし

ながら、遠野市の人口ビジョンを策定をしなが

ら、将来人口を推計しているという、その中に

ありまして、この部分におきましては、国立社

会保障・人口問題研究所の推計をもとに、合計

特殊出生率の上昇、それから、プロジェクトの

展開による政策誘導によりまして、雇用の確保

という定住人口、移住定住のそのような促進、

それをもって転出の防止と、転入の機会を増加

を見込むという、そのような中の取り組みが大

事ではないのかなというように改めて思ってい

るところであります。 

 こういった中にございまして、高齢者の健康

増進によりまして、平均寿命の延伸というもの

を図るという中で、国立社会保障・人口問題研

究所の推計によると、約2,400人多い２万2,000

人程度の方々の人口を確保するように、この健

康寿命によりまして、２万2,000人を確保する

ような方向で人口ビジョンを一つ数字を持って

いるとこでございますので、この意味をかって、

やっぱり関係者一丸となって、この人口減少問

題にも立ち向かっていかなければならないかと

いうように考えているとこでございます。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  ただいま市長のほ

うから詳細に御答弁いただきました。この人口

減少問題につきましては、遠野市だけではなく

て、全国的にも大きな課題としてクルーズアッ

プされているところですけども、当市では、こ

の解決策として、遠野わらすっこプランが策定

されまして、市民や地域、事業所も一体となっ

て、子育てするなら遠野という機運を高めてい

ただいております。この先進的な施策によって、

さきに人口問題研究所から示された人口推計値

よりも、遠野市の少子高齢化と人口減少の数は、

先ほど市長のほうからも御答弁があったとおり、

低く抑えられているということがわかりました。

これ大変すばらしいことでありますし、評価で

きる内容であったというふうに感じております。 

 ただ、それはそれとしまして、遠野市の少子

高齢化と人口減少は、まだまだ依然として歯ど

めがかからない状態が続いている、このことも

事実であります。 

 そこで伺いますが、このまま人口減少が続い

た場合、地域には、どのような影響が出てくる

と市長は御認識しておられるのか、この辺につ

いて伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  どのような影響が出る

か、どう捉えているのかということでありまし

た。それは、第１問目の質問の中でも、佐々木

議員のほうからいろいろ触れられておりました。

やはり、この消費の一つの縮小も含めて、いろ

んな影響が出てくるんではないのかなと。そう

しますと、この人口減少による需要のこの低下

が、サービス業の減少を招き、住民の利便性の

低下にもつながるということがあるわけであり

ます。 

 また、一方、高齢化により、社会保障関係費

等の増加が見込まれ、比較的支出の多い子育て

世代の人口減少により、市内の消費全体が縮小

するということも見込まれるのではじゃないの

かなというふうに思っております。これは、先

ほどの１問目の質問の中にも述べられておりま

した。 

 また、市の歳入のほうにおきましても、市税

が、いうところの景気回復等によりまして、企

業の一つの法人税等についても若干微増傾向に

ありますけども、人口減少により、長期的な税

収など、歳入の落ち込みもまた予想されるので

はないのかなというふうに思っております。 

 また、一方、人手不足と人材不足といったこ

とがいろいろ取り沙汰されているわけでござい

ますけども、そのような中におきまして、いう

ところの農林業、あるいは郷土芸能、あるいは

伝統行事といったようなものの継承といったも

のもひとつ心配されるというようなことが、こ
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の人口減少の中から想定されるということにな

ろうというふうに思っております。 

 そういった中におきまして、「日本のふるさ

と遠野」というものを標榜したまちづくりでご

ざいますから、これを人口減少を素直に受けと

めながら、やっぱりどうあればということにつ

きまして、先ほども地域おこし協力隊の議論が

いろいろ交わされたとこでありますけども、い

ろんな手だてを講じながら、まさに知恵と工夫

が問われているということになるのではないの

かなと思っております。 

 国や県がこの問題にどのように立ち向かって

くるかという部分については、我々も一定の期

待はしているわけでございますけども、それを

待っているわけにはいかない。やはり遠野とし

ても懸命にこの部分に立ち向かっていかなけれ

ばならないかというふうに思っております。 

 なお、先ほど１問目の質問の中において、20

40年に国立社会保障・人口問題研究所の推計に

より、約2,000人多い２万2,000人と申し上げま

したけども、２万200人の誤りでありましたの

で、訂正をさせていただきます。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  今市長から御答弁

があったとおり、人口減少によってさまざまな

マイナス面の影響が懸念されますが、私は、こ

れまで地域づくりに関連しまして、過去３回に

わたって一般質問を行ってまいりました。その

質問内容は、一貫して、地域づくりは、行政主

導から地域住民主導へ転換すべきだということ

を申し上げてまいりました。 

 参考までに、私が８年前に議員になってはじ

めて質問したのが、この地域づくりについてで

したが、再度、要点を絞って御紹介しながら質

問させていただきますけども、当時質問した内

容は、当市では昭和46年に市民センターを開設

し、各地区センター機能の充実による住民参加

型行政を推進してまいりました。また、市民憲

章運動推進協議会を頂点とした町単位で地域づ

くり連絡協議会、通称、地連協ですが、この地

連協や自治会組織等の活動を通して、市民みず

からの意識で行政に参加することにより、近隣

住民の絆づくりや文化、歴史、伝統の継承、そ

して、地域の補助組織である結の精紳等、一定

の成果を上げてきたところであります。 

 しかし、人口減少と少子高齢化、そして、市

の財政難は、地域コミュニティや医療、福祉、

日常生活などの根幹を揺るがす、地域の機能低

下が顕在化してきていることを申し上げてまい

りました。そして、この打開策として、市では、

市民と行政による市民協働を重点施策に位置づ

けて取り組んでおりますが、地域住民の参加意

識が低いことや協働事業の資金不足、リーダー

の人材不足などの理由から、なかなか軌道に乗

れない現状にあるということも指摘させていた

だきました。 

 さらに、軽易な事業、例えば、舗装道路の穴

や水路の水漏れ補修、路地の除排雪などについ

ては、市にお願いしても、財政難の現状から、

検討しますという返答だけで、早急な措置や柔

軟な対応をしていただけないのが現状でありま

す。 

 そこで、私が提案させていただきたいのは、

市民のさらなる行政参加により、積極的な市民

協働とするために、地域の活動基盤をより住民

サイドにシフトさせることとして、地区セン

ターの組織の再編等、地域振興交付金を町単位

に交付して、事業運営にかかわる権限は、各町

に移譲すべきだということを提言させていただ

きました。 

 その具体的な提案内容は、一つには、地区セ

ンター組織の再編に当たって、地区センター所

長は、民間企業経験の地元有識者や市職員のＯ

Ｂを公募により採用してはどうかということ、

そして、２つ目は、このことによって節減され

る人件費を地域の判断で自由に使える地域振興

交付金として各町に交付してはどうかと、３つ

目は、地区センター内の事業は、地連協等の運

営委員による合議によって採択するようにして

はどうかというものでありました。 

 このことに対する市長からの御答弁内容は、
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地区センターのあり方について、見直しの時期

に来ている。そこで、地域づくり、健康づくり、

人づくりに精通した地域活動専門員を配置する

というものでありました。このことを受けまし

て、各地区センターには、既に地域活動専門員

が１名ずつ配置済みであります。 

 また、地区センター所長については、平成28

年度に遠野、宮守以外の全町に職員ＯＢを再任

用して配置しております。特に、上郷町は、先

行モデル地区として、職員ＯＢの再任用と地域

一括交付型補助金が交付されました。そして、

翌年の平成29年度には、上郷町と小友町、松崎

町の３地区に拡大され、さらに、その検証結果

を受けて、平成30年度から市内全町に拡大され、

地域一括交付型補助金も、300万円を上限にし

て全町に交付され、今日に至っております。 

 このことは、地域住民により自治意識の高揚

とコミュニティの強化につながってきていると

承知しているところであります。 

 さて、このような状況下で、昨年末に市長と

語ろう会が全町で開催されました。その席上で、

資料説明されたテーマは、主題が、小さな拠点

による地域づくりで、副題として人口減少、高

齢化社会を支える新たな地域自治の仕組みづく

りというものでありました。 

 そこで伺います。昨年末の市長と語ろう会の

会で示された小さな拠点による地域づくりにつ

いて、どのような背景と理由から出されたもの

なのか、そして、今後、これをどのように進め

ようとしておられるかについて伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  人口減少の中において、

持続可能なコミュニティをという中で、今かな

り詳細に経過が設問の中で述べられておりまし

た。全くそのとおりでありまして、その方向の

中で、今現在進行形の中で取り組んでいるとい

うことになるわけでございますけども、やはり、

人材の問題、あるいはそのリーダーの一つの問

題、さらには、民生児童委員、あるいは自主防

災組織、消防団、そのようなさまざま地域コミ

ュニティを取り巻くマンパワーのいろんな組織

と人材の問題等も含めながら、この仕組みづく

りをしていかなければならないという中で、昨

年、御質問にありましたとおり、市長と語ろう

会の中の大きなテーマとして、住民の皆様のお

話を聞いて回ったわけであります。 

 これにつきましては、さまざまな一つの課題

が出て、去る26日の平成31年度の所信表明に係

る市長演述の中でもその内容につきまして述べ

させていただきました。いろんな地域住民の皆

様の切実な声といったものをどう受けとめるの

か、あるいは地域差もある。それぞれの１町10

カ村という一つのくくりの中でコミュニティを

となれば、それぞれの歴史もあれば、その人材

の問題もあれば、やっぱり思いのさまざまな地

域差もあるということを思いながら、このコミ

ュニティを、あるいは地区センターを一つの求

心力のある組織に持っていかなければならない

かというように考えているところでございまし

て、今その御質問のあった御趣旨も踏まえなが

ら、年度末の定期人事異動等の作業を、今本格

化させているところでございますので、限られ

た人材の中で、そしてまた、一方においては、

限られた人材ということは、限られた市職員の

そのような適材適所という配置と、あるいは、

活性化専門員の配置、さらには、民間のノウハ

ウを持った方々のさまざまな登用といったこと

も含めながら、この地区センターのしっかりと

した求心力を持つような地区センターに持ち込

むように、今努力をしているとこでございまし

て、きょう、この本会議終了後におきましては、

市民センターに各地域づくりの取り組んでいる

関係者が集まって、遠野市の地域づくり推進大

会といったようなものの事例発表等も行いなが

ら、意見交換を行うということになっていると

こでございますから、そのような経過を大事に

しながら、プロセスを大事にしながら、御質問

の趣旨に合ったような方向の中で、地域住民と

一体となった、そのような地区センターのあり

方といったものを、いうなれば模索をしていき

たいと。そこに望ましい姿というものを求めて
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いきたいというふうに考えているとこでありま

す。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  ただいまの市長の

御答弁の中にもありましたけれども、やっぱり

地域づくりの進め方は、各町によってその考え

方とか、文化、歴史、人口と年齢構成、あるい

は人材の有無、さらには受け入れ体制の準備状

況等によって、かなり温度差があるんではない

かなというふうに考えております。 

 したがいまして、このような地域事情を考慮

しながら進めなければならないと私は考えます

が、市長のお考えを伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この11地区の地区セン

ターを横並びで全てというわけにはもちろんい

かないと思います。御質問にありましたとおり、

それぞれの地域特性がありますし、また、そこ

に携わっている方々のマンパワーのそのような

現状もあるということを踏まえれば、やはり、

それをしっかりと分析した上で、地域住民の一

つの合意といったものを得ながら、やっぱりそ

の仕組みを一つ一つ丁寧に踏み出していくとい

うことになろうではないのかなと思っておりま

す。 

 上郷、松崎、小友がモデル地域として、それ

から、健康づくりという中におきまして保健師

の配置の問題、これらとも中学校区のくくりの

中で保健師も配置しているわけでございますけ

ども、健康づくり、人づくり、地域づくりとい

うこのキーワードの中から、この地区センター

の望ましい姿といったものを、それぞれの地域

の実情に応じた一つの形での仕組みを、一つ一

つ丁寧に行っていくということが、やっぱり肝

要ではないのかなというふうに考えているとこ

でございます。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  丁寧な説明、対応

の中で進めてまいりたいという御答弁でありま

した。確かにそのとおりだと思います。 

 ただ、新しい町づくりを進めるに当たりまし

ては、その事業内容、あるいはその人材確保の

あり方などの工程表、こういったものを示しな

がら、地域への透明営のある説明と支援がます

ます必要であると考えますが、この件について、

市長のお考えを伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまますます必要

ではないかということでありました。そのとお

りますます必要でありますので、丁寧に透明性

のある説明責任を果たしながら、この仕組みづ

くりにしっかりと取り組んでまいりたいと思っ

ております。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  次に、職員体制と

配置の考え方について伺います。 

 現在の職員体制は、全町一律に職員３名が配

置されております。その内訳は、センター所長

として市職員ＯＢの再任用者か、職員ＯＢ以外

の任期つき職員が配置されております。そして、

担当者には、市の正規職員が、さらに地域活動

専門員として非常勤職員の３名が配置されてお

ります。また、保健師は中学校単位での配置と

いうことで、遠野と宮守、上郷の３拠点に配置

されております。 

 そこで伺います。この職員体制は、新しい地

域づくりによって変更の可能性はあるでしょう

か。あるいは、現状の体制のまま継続されるで

しょうか。もし変更の可能性があるとすれば、

どのような体制になるのか、市長の御所見を伺

います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  職員体制の問題であり

ますけども、先ほど申し上げましたとおり、本

議会でもちまして、平成31年度の179億9,000万

円の予算が議論をされるわけであります。それ
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と並行といたしまして、この179億9,000万円の

予算を確実に形にし、仕組みにし、それを執行

するためには、いうところの人事異動というの

は適材適所で行わなければならないというよう

な、そのような一つの作業が今継続中でありま

す。今本格的に進めているとこであります。 

 そういった中におきまして、御質問のありま

したこの３人体制をどのようにするのかという

ことにつきましては、それぞれのまちづくり計

画の進捗状況、あるいはそれぞれの地域の人材

の現状、さらにはそれを取り巻く、繰り返しに

なりますけども、取り巻くさまざまな機関、団

体のそのような一つの対応、社会福祉協議会の

我が事・丸ごと相談員のような、そのようなも

のとどう連携をとるのか、あるいは民生児童委

員の皆様とどのような連携をとっていくのか、

健康づくりということであれば、保健推進員の

ような皆様とどのような連携を図っていくのか

ということを、やっぱりしっかりと組み立てな

ければならない。 

 しかし、完璧な組み立てはできないわけであ

ります。いろんな地域の事情があるわけでござ

いますので、３人体制を基本としながら、それ

ぞれの地域の実情も情報をしっかりと分析をし

ながら、いうところの、地域の顔に合った、そ

のような職員体制につきまして、柔軟に、そし

てまた、一方においては、硬直化しないような

中におきます、この多様なニーズがあるわけで

ございますから、それに応える一つの対応がど

うあればいいのかということにつきまして、こ

れも時間が限られておるわけでございますけど

も、定期人事異動の一つの対応の中におきまし

て、きちんと一つの仕組みとして持ち込みたい

というふうに考えているとこであります。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  冒頭でもお話した

とおり、集落内の少子高齢化と人口減少は、日

常生活支援はもとより、通院や買い物などの支

援も困難のところが出始めてきております。こ

のような中で、市民サービスと地域コミュニテ

ィを持続するには、やっぱりその地域の状況に

合った職員体制と配置の再検討が必要ではない

かなということを申し上げまして、次の職員の

雇用方法について伺います。 

 現在の地区センター所長と地域活動専門員は、

市当局が雇用していることから、内部規定によ

って短期間雇用になっております。また、担当

職員も短期間での異動という難点があると考え

ます。この短期間雇用を解消するには、職員雇

用の権限を、担当職員も含めて地域に移譲すべ

きと考えます。このことによって、長期間雇用

が可能になりますので、職員は長期間雇用のも

とで、安心して仕事に専念できるわけですので、

本人の仕事に対する取り組み姿勢とモチベーシ

ョンがアップして、そのことがすなわち、地域

の活性化につながると私は考えますが、市長の

お考え伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この地域にという部分

のこのキーワードは極めて大事なキーワードだ

というふうに思っております。先ほどの午前中

の菊池浩士議員の質問の中にも、この指定管理

者制度の問題に言及されておりました。これは、

一つの選択肢として、これは十分に検討に値す

る一つの制度ではないのかなというように私も

認識しております。 

 ただ、そこに持ち込める地域と、やっぱりあ

る意味、じゃあもう少し行政主導の中からしっ

かりとその組み立てのほうに持っていくという

部分と、やっぱりいろんな部分で、これも今議

会でいろいろ議論されておりますけども、この

地域おこし協力隊のこの活動のあり方なども、

地域おこしといったものに、このような地域活

動に一つ取り組むということも、ローカルベン

チャーだけじゃないだろうと。地域おこしとい

ったものには、このような人材をというような

話も議論されたとこでございますので、そのよ

うな方向を、所信表明の中でお話を申し上げま

したけど、まさに、縦糸と、横糸をしっかりと

組むことによって、しっかりとしたコミュニテ
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ィがその中に見出すことができるという部分が、

今の御質問の中における一つの答えとして見出

さなければならないんじゃないのかなと。 

 いろんな１月から２月にかけましても、各地

区の新年会等にお声がかかりまして出かけまし

た。いろんな形で工夫をしながら、みずからの

地域の活性化を図ろうというような、そのよう

な動きが出てきているということに手応えを感

じてきたとこでございますので、これを単なる

手応えじゃなくして、次のほうに、前へという

中で、今御提案のあったようなことも踏まえな

がら、やっぱり対応をしていかなきゃならない

一つの課題でもあり、また、一つのこれからの

方針にもなるんではないのかなというように認

識をいたしております。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  御答弁いただいた

かもしれませんけども、私の認識ではいまいち

というとこがありましたので、再度同じような

質問させていただきますけども、この短期間雇

用の職場は、一般的に処遇や給与面でマイナス

イメージが強いことから、有能な人材や若者の

確保は困難になりがちになるかと思います。や

っぱり仕事の連続性とか効率性、成果などにも

このことが影響してくると思います。したがい

まして、職員雇用の権限は、地元に移譲して、

長期間雇用にすべきであるというふうに考えま

す。また、地元で職員を採用するに当たりまし

ては、その町の役員の合議のもとで、公明正大

に行われれば有能な人材確保も可能になるんで

はないかなというふうに思いますので、この辺

についての市長の御所見を伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  雇用形態をという分に

ありましては、やはり、ある程度安定した中に

おいて業務に従事をするというような、そのよ

うな環境をつくらなければ、本当の力が発揮で

きないということは当然であります。１年ごと

に更新、あるいは３年でまた次の方にという中

における、そういうようなローテーションの中

でこの雇用といったものを、地域づくりといっ

たものに位置づけるわけにいかない部分は、私

も十分認識しているとこでございますので、包

括的なアウトソーシングといったような一つの

仕組みもつくりながら、やはりこの人口減少の

中における第２ステージの中においては、雇用

のあり方、あるいは身分保障のあり方、あるい

は地域住民との一つの連携のあり方、住民自治

といったもののあり方、そのようなものをしっ

かり踏まえながら、この雇用の問題についても、

安心して地域づくりに取り組めるという、その

ような環境を雇用の面からも見出していかなき

ゃならない一つの急ぐべき課題の一つではない

のかなというように思っております。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  次に、新しい地域

づくりへの移行による地域一括交付金と各地区

センターの業務内容について伺います。 

 ちなみに、現状は地域一括交付型補助金の名

目で、各町300万円以内の範囲で、従来の花い

っぱい運動や運動会などのイベント開催に加え

て、地域特性を生かしたような新規事業にも挑

戦していただいているようです。また、この事

業実施に当たっては、市への事前申請と審査結

果を待たなければならないということから、即

応性と柔軟性に欠け、地域の独自性を発揮でき

ないということが考えられます。 

 したがいまして、新しい地域づくりへの移行

に当たりましては、住民自治を尊重するという

観点から、これまでの地域一括交付型補助金か

ら、地域一括交付金に変更して、地域の判断で

自由にお金が使えるようにすべきと考えます。 

 このことによって、地域住民からの多種多様

な要望に対して、各町の判断と権限によって、

事業内容と優先順位を持たせながら、迅速で柔

軟な対応が可能になると考えます。また、この

機会に、地区センターへの委託業務量もふやす

べきと考えます。例えば、委託業務内容として、

公共施設等の指定管理や住民票、印鑑証明書、
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戸籍謄本などの窓口業務をふやすこととして、

地域一括交付金の増額についても考慮すべきと

考えますが、市長のお考え伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  地区センターの機能と

いうものの中における一つの位置づけとしての

質問というように承りました。この一括交付金

につきましては、各地区に300万円を上限とし

て、従来の個別補助金と比較して大幅な手続の

簡素化と、この要件を緩和しながら、地域の判

断でという中で取り組んだ一つの交付制度であ

ります。 

 160事業にそれぞれ各地区センターが取り組

んでいるわけでありますけども、交付金は、補

助金と比較して、さらに自由度の高い使い道と

申しますか、事業の執行が可能となったという

ことで、この定額300万円を交付するという制

度であるわけであります。 

 したがって、この160事業のやっぱり検証も

しっかり行ってみなければならないじゃないか。

基本的には、今のような、御質問にあったよう

な趣旨の方向に持っていくということは、これ

は、方向性としては、その方向に行くというこ

とになると思います。全てが、先ほど来、申し

上げていますとおり、地域のそれぞれの特性が

ある、地域の顔がある、それで、そこの思いも

あるということになれば、それを自由度の高い

中で、地域の皆様にという部分は、方向性であ

っていいと思います。 

 しかし、この一括交付金も１年やってみたと

いう部分がありますから、やっぱりしっかりこ

れ検証しなければ、次の一つの望ましい方向に

ということに、そのような課題、あるいはまた

事業の組み立て、あるいは成果、それから、ま

たいろんなさまざまな理解度といったようなも

のを含めながらも対応していかなきゃならない

かというように思っておりますので、望ましい

方向とすれば、今のような、御質問のような方

向に行くということの方向性を踏まえつつ、や

っぱり一つ一つ検証しながら、そのような形の

方向に持っていくということが、やっぱり今の

時期ではないのかなと、今のタイミングじゃな

いのかなと。 

 それから、委託業務の拡大ということにつき

ましても、これも確かにそれが一番利便性が高

いということになるわけでありますし、地区セ

ンターの求心力もその中に見出すこともできる

ということになるわけでございますけども、例

えば、働きに出てるとなれば朝早く出て、夜遅

く帰ってくるという部分の中で、この利便性と

いうことを考えてみた場合に、地区センターと

いうものの中に、そのような住民票等の窓口業

務があった場合においては、本当にそれが効率

的なのかどうなのかということもやっぱり一つ

検証してみなければならないんじゃないのかな

というふうに思っております。 

 小友郵便局で住民票等の対応をすることにし

ておる、これも継続しているわけでございます

けども、朝早く出ていって、夜遅く帰ってくれ

ば郵便局が閉まっているという中で、やっぱり

近くにあるけども、使い勝手が悪いよなという

ような、そのような話もあるわけでございます

から、そのような一つの地域の実情というのも

見なければならないかと思っております。 

 「とぴあ」の中にある市民サービスコーナー

では、平日は夜の７時30分まで、休日は午後５

時まで延長しながらサービスの業務を行ってい

るということがございますので、そういったも

のとの、いうところの費用対効果、あるいは設

備の維持費の一つの問題等を考えながら、この

地区センターの業務内容については、住民ニー

ズの把握をしながらの一つの課題ではないのか

なと。 

 お話のとおり、そのとおりいけば一番いいわ

けでございますけども、そのようないろんな要

件、条件、あるいはそれぞれの地域の実情、あ

るいは達曽部と「とぴあ」を考えれば距離的な

問題、そのような問題もあるわけでございます

から、やっぱりいろんな部分で、今般問題にな

っております、ＪＡいわて花巻のこの支店の問

題なども、コミュニティを守るという部分の中
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においての位置づけの中でやっぱり話し合いを

していかなきゃならない一つの課題ではないの

かなと思っておりますので、望ましい方向とす

れば、今のような一つの考え方の中で取り組む

ということについては、基本的にはそれが望ま

しいわけでございますけども、さまざまなその

ような課題をやっぱりしっかりと整理をしなが

ら、維持管理、さらにはそれぞれの地域の実情、

繰り返しになりますけども、それを踏まえた対

応ということになるんではないのかなというよ

うに思っております。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  今の御答弁内容に

ついて確認させていただきますけども、今現在

の地域一括交付金は補助金なんです。ですから、

どうしても市当局の制約があるわけです。私の

考えは、これを地域一括交付金にされてはどう

ですかと、そのことによって、地域では自由に

お金が使えますよということを言いたかったも

んですから、その件についての御答弁をもう一

度お願いします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  したがいまして、この

160事業をこの一括交付金の中からそれぞれ地

域の実情において事業を展開しているというこ

とでございますので、それをしっかり検証しな

がら、今のような自由度の高い交付金の方向に

持っていくということになれば、この１年間の

事業展開のきちんとした検証と総括をしなけれ

ばならないかと思っておりますので、その上で

の結論になるんじゃないのかなというように思

っております。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  もう一点確認させ

ていただきます。窓口業務の拡大、要は、住民

票あるいは印鑑証明証、これを地区センターの

ほうでやるようにされたらいかがですかという

提案させていただきましたけども、要は、この

ことによって、地域住民にとっては利便性はも

ちろん向上するわけですし、加えまして、その

ために、地区センターまで出向きますので、そ

の場面で地区センターの方や、あるいは別な住

民も集まっているかもしれませんが、その方々

との交流の機会がふえ、そのことが地域の活性

化にもつながると思いますので、私はぜひ前向

きに検討すべきじゃないかなというふうに考え

ますが、再度御答弁願います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  人口減少という中で縮

小社会の中で新たな仕組みと、新たなステージ

をつくっていかなければならないということが

時代が求めているとことになるわけでございま

すから、今、前向きにという話ありましたけど

も、前向きな課題として受けとめながら、その

ような求心力のある地区センターというものを

どう位置づけるかということにつきまして、地

域住民の皆様としっかりした議論を展開してま

いりたいというように考えているとこでありま

す。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  次に、大項目２点

目の中学校再編後の学校施設等の活用について

伺います。 

 御承知のとおり、中学校の再編成は平成25年

４月に行われ、早くも６年が経過しております。

この学校統合によって、生徒たちは集団の中で

多様な考え方に触れ、認め合い、協力し合い、

切磋琢磨することを通して、社会性や協調性、

そして、たくましさを身につけながら、一人ひ

とりの資質や能力をさらに伸ばしているように

感じられます。市民からも同様の声が多く聞か

れますので、中学校再編成は市民にとって大き

なメリットがあり、大成功であったと認識して

いるところであります。 

 一方で、中学校が廃校となった地域の現状は、

年々衰退の一途をたどっているように感じられ

てなりません。改めて申し上げるまでもなく、



－ 115 － 

中学校には、いろんな面で心のよりどころにな

っておりました。例えば、学校行事を通して、

地域住民が気軽に参加し、交流を図ることがで

き、絆と活力を高め合うことができました。特

に運動会や文化祭での鹿踊りや神楽は、伝統行

事の披露の場として重要な役割を担っておりま

した。また、子どもたちの声や学校のチャイム

の音、登下校時の挨拶は、地域住民に爽やかさ

と元気を与えてくれました。しかし、今はこれ

らのことはかなわないのです。だからといって、

嘆き落ち込むというふうにはいきません。 

 地域では、地連協の皆さんが先頭に立って、

みずからの活性化策を講じなければならないと

いう思いから、試行錯誤を繰り返し奮闘してい

ただいているのも事実であります。 

 ここで誤解を招くおそれがありますので説明

させていただきますが、中学校の再編によって

統合されたのは、附馬牛、土淵、上郷、綾織、

小友中学校の５校であります。このうち、既に

附馬牛中学校は小学校に転用され、土淵中学校

は、遠野未来づくりカレッジとして活用されて

おります。 

 したがって、残り３校についての質問であり

ます。そこで伺います。６年前の議員全員協議

会の席上で示された中学校再編成後における学

校施設等の活用計画について、現状はどのよう

な形で進められているのか、市長の御見解を伺

います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  中学校再編後の５校の

残り３校の状況はどうなのかと、附馬牛中学校

は小学校として、土淵中学校は未来づくりカレ

ッジとして、なれば、旧上郷中学校、旧綾織中

学校、旧小友中学校の現状はどうなっているの

かという、そのような御質問でありました。 

 ただいま御質問の中で衰退をしているという

ような、そのような話がありましたけども、ど

この地区も、先ほどから申し上げましたとおり、

小さな拠点をネットワークという中で、またこ

の一括交付金なども活用しながら、懸命に地域

づくり、まちづくりにみずからの問題として頑

張ろうというような動きが、今出てきているわ

けでございますから、衰退をしているというよ

うな言葉の中で、その地域を捉えるということ

は、頑張っている皆さんに大変失礼な言葉では

ないのかなと、私は認識しておりますので、そ

の辺のところを、みんな頑張っているんです。

だから、その辺を、ここ本会議場でありますか

ら、そのような衰退をしているというような、

これは、人口減少でありますから、避けて通れ

ない課題、しかし、みんなそれに立ち向かって

いるんです。そこのところを踏まえながら、今、

この旧上郷中学校、旧小友中学校、そのような

問題の中での一つの現状を申し上げたいという

ように思っております。 

 旧小友中学校は、地域の活性化と文化の伝承

をコンセプトにいたしまして、地域特性の中枢

機能について、青少年類似宿泊施設、あるいは

産直加工施設、地域団体活動スペースとしまし

て、文化の伝承啓蒙について、郷土資料館とし

てそれぞれ活用するという方針になっておりま

して、現在もそれは変わっておらないという中

で、この旧小友中学校の６割が、地域の拠点と

して小友地区センターが借り受け、地域活動ス

ペースとして郷土資料館を整備を、そのような

対応に持ち込みました。私も現場に行ってみま

した。地域の皆さんがみんなボランティアで、

そのように、一つの大事にしようという、その

ような中で、校舎の６割以上が、そのようなス

ペースとして活用されているという一つの、そ

して、町民手づくり図書館も完成しオープンを

したという、そのような状況にあります。衰退

はしていません。このとおり、みんな頑張って

いるんです。 

 旧綾織中学校の特別教室も、この学びのプラ

ットホーム特区構想に基づきまして、児童館や

地域団体活動スペースとして利用する方針とし

て位置づけておりまして、これも、なかなか児

童館の移転の結論が出ずにいたんですけども、

今般、綾織保育園の移転改築に係る地区懇談会

を開催いたしまして、綾織保育園は、旧綾織小
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学校校庭に移転改築し、児童館は現在の場所で

運営を予定していますので、これは、旧中学校

の施設には入らないということにはなるわけで

ございますけども、あそこが、エリア全体がそ

のような方向で環境整備されるということにな

るわけであります。そして、綾織町地区まちづ

くり計画の中におきまして、綾織地区センター

を窓口にいたしまして、関係部署ときちんと連

携を図りまして、使用ルールを定めながら、こ

の利活用を図る方向に今進んでいるところであ

ります。そこに保育園が入ることによって、旧

綾織中学校の一つの利活用の仕方が、地域団体

の皆様、地域住民の皆様によって、また新たな

形で踏み出すことができるんじゃないか、そう

いうような環境に今近づいているわけでありま

す。 

 そして、旧上郷中学校は、民間活力と郷土芸

能を生かしたコミュニティ活動の増進をコンセ

プトといたしました、地域コミュニティセン

ター、総合型地域スポーツクラブ、郷土芸能伝

承館として活用するという方針として定めたと

ころであります。その中におきまして、平成26

年11月に、コミュニティスペース、上郷のんび

り広場がオープンいたしまして、27年９月には、

遠野グローバルプラザがオープンをいたしまし

た。さらには、地域おこし協力隊が１名その中

に入りまして、定期的にイベントを実施したほ

か、空き教室には、農事組合法人上郷産直や就

労支援団体が入居いたしまして、恒常的に利用

されているということであります。 

 郷土芸能伝承館の一つの位置づけにつきまし

ては、それぞれの施設改修にかかる費用を国等

からの財源を活用いたしまして行うとしていま

すけども、なかなかその財源が確保できなかっ

たという、そのような形で断念をしたという一

つの経緯がありますけども、活用事業を展開し

ていた公益社団法人青年海外協力会、いうとこ

ろのＪＯＣＡであります。平成30年度３月末に

撤退したと、昨年撤退したということになりま

して、グローバルプラザが閉鎖されたという中

にありまして、今、地域おこし協力隊、地域づ

くり連絡協議会と行政が中心となりまして、こ

の現状に即した計画の変更について協議をした

中で、その中で、教室をテナントとして貸し出

し、学校を拠点に、この地域のにぎわい創出と

いろんなさまざまな挑戦する方を支援したいと

いうような提案が地元からあったとこでござい

ますので、その提案に応えるために、地域の皆

様と検討しながら、施設の貸し出しをという一

つの役割分担を現在進めているという状況にあ

りますので、この３校が何もしていないわけじ

ゃない。このような方向で、地域の皆さんが懸

命にそのとおり取り組んでいるわけでございま

すから、そこをしっかり、市の立場といたしま

しても、連携を図りながら、これをバックアッ

プし、基本的に定めた一つのコンセプトを少し

でも形に持ち込むように懸命な努力をこれから

も続けてまいりたいというように考えていると

こでございますし、新たな発想もまたそこに持

ち込まなければならないというように思ってお

ります。 

 私は、この地域協力隊の議論が先ほど行われ

ましたけども、ローカルベンチャーという一つ

の切り口の位置づけももちろん大事であります

けども、このような地域おこしという部分、あ

るいは地域の活性化という部分、新たな発想、

新たなネットワーク、そのようなものも、この

部分においては、やっぱり必要じゃないかと、

そういうマンパワーもまた必要じゃないかなと

いうふうに認識もいたしているとこでございま

すから、その辺も含めながら、この３校のさら

なる利活用という部分に、皆さんと一緒になっ

て、知恵を出し、そして、新たな仕組みの中か

ら、活力を見出すという方向に持ち込みたいも

のだなというように思っているとこでございま

す。それが、やっぱり小さな拠点をネットワー

クにという部分の中におけるものとしっかり連

動させなければならないというように考えてお

ります。 

○議長（浅沼幸雄君）  10分間休憩いたします。 

   午後１時58分 休憩   

────────────────── 
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   午後２時10分 開議   

○議長（浅沼幸雄君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 引き続き一般質問を行います。17番佐々木大

三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  先ほどの市長の御

答弁の中に、私の質問内容、衰退という言葉は

いかがなものかなという趣旨のお言葉がありま

した。確かに、ちょっと私の言い過ぎであった

と反省しています。活力が低下してきていると

いうことが妥当な表現かと思いますので、この

辺は訂正していただきたいと思います。 

 ただ、あのようなきつい言葉を出してしまっ

たのも、私も地元上郷で中学校の活用計画、１

日も早く見出してほしいということを切望され

ていますので、そのような表現になってしまい

ましたことをおわびしますけれども、実は、こ

の質問につきましては、平成29年の12月議会で

も同様の質問をさせていただいております。そ

の論点の中で、市長からいただいた御答弁内容

は、この中学校再編につきましては、当局から

出された再編計画が基本的なコンセプトとなる

という御答弁をいただいております。また、環

境整備につきましては、具体的に踏み込む時期

に来ているんだと。したがって、緊張感を持っ

て早速作業を進めてまいりたいというお話でご

ざいましたが、先ほどの御答弁内容、よくよく

考えてわかりませんでしたけれども、要は、今

現在も３校について、当初示されたコンセプト

に基づいた内容で、この学校の活用計画を進め

ていくと理解してよろしいものなのか。そうじ

ゃなくて、また別な考えで進めるというような

お考えなのか。その件、もう一度、御答弁をお

願いします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この再編の利活用とい

う部分につきましては、基本的なコンセプトは

先ほど申し上げた内容であるということは、こ

れは一つの位置づけとしてはそのような位置づ

けだろうかというふうに思っておりますけれど

も、この３年、４年、５年という経過の中で社

会経済情勢が、あるいは人口減少もという中に

おきまして、変わってきているという部分を踏

まえれば、計画も一つの見直しも含めながら、

基本は基本としつつも、やはり計画の見直しも

適時適切に行いながら、タイミングを失しない

ような事業展開といったものを行っていくとい

うことになるのではないかなというように考え

ているところでございますから、先ほど申し上

げました、この計画を立てたときの内容には基

本は置くわけでございますけれども、例えば、

上郷中学校の場合のグローバルプラザ、ＪＯＣ

Ａが撤退をした。もともとは、このＪＯＣＡの

上郷中学校にある遠野事務所は、ここにぜひい

たいという部分がＪＯＣＡの一つの願いでもあ

ったわけでありますけれども、やはりさまざま

な、全国的な、あるいはＪＯＣＡを取り巻くい

ろんな動きの中で撤退せざるを得なかったとい

う部分も、そのような中で状況の変化もあるわ

けでございますから、そのような意味において

の、それをしっかりと受けとめながら、であれ

ばどうすればいいかという中における計画の見

直しというのは、これは当然、あるのではない

のかなというように承知しているところでござ

います。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  上郷中学校の件を

例にとって御答弁がありました。上郷中学校の

件について伺いますけれども、旧上郷中学校の

活用計画の作成に当たりましては、外部のコン

サルタント会社に高額なコンサル料を支払って

委託されたという経緯があります。このコンサ

ル会社からの報告内容は、私も確認しましたけ

れども、斬新なものであると承知しております

けれども、このアイデアを今後、どのようにし

て生かそうとしておられるのか。もし、今まで

に検討された経緯があるのであれば、御紹介願

います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 
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   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  このコンサルに委託を

しながら、旧上郷中学校の利活用について検討

したではないかというようなそのような話であ

りました。高額なという質問でありましたけれ

ども、高額というものをどのように判断をする

のかということについては、いろんな議論があ

ろうかと思いますので、そのことには直接言及

はいたしませんけれども、複数のテナントの誘

致、さらには事業化の支援などマネジメントを

行う企業に施設全体の利活用、管理運営を一括

して担わせる方法により、民間サイドのノウハ

ウ、人材、資金等を最大限活用することが最適

であるというような結果が、この官民連携の調

査の中で示されたということであります。 

 この官民連携という組織は、ＴＰＰ財団とい

う東京に拠点を置いています一般社団法人地方

自治体公民連携研究財団という組織であります。

ここにお願いをして、いろいろ調査をしていた

だいたのは、今言ったような、一つの位置づけ

であったわけであります。その位置づけの中に

おきまして、この旧上郷中学校全体の利活用を

担う企業、これは現在、そういったような企業

は、まだ入居はしておりませんけれども、10団

体のテナントが入居している状況を見ますと、

この調査の一定の成果といったものも、その中

に見出すことができるのではないかなというよ

うに思っておりますので、そのような方向の中

で、この調査を生かしていきたいというふうに

考えております。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  ただいまの市長の

御答弁内容と私の認識は全然違います。ちょっ

と難しい言葉になってしまいますけれども、こ

の報告書の内容は、この校舎をリノベーション

を実施して、エージェント方式によって事業運

営を行うんだという報告になっていますけれど

も、今の上郷中学校校舎の活用内容は、これと

は全然違うものですけれども、その辺の御認識

について再度伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  再度申し上げますけれ

ども、その調査の結果の中で10団体も入居しな

がら、旧上郷中学校を利活用しているという中

で、その調査の結果がテナントとしては入って

きていないという部分もあるわけでございます

けれども、そのような方向の中で生かされてい

るという部分を、今度はそれをどのように、こ

の調査結果に基づいて生かしていくのか、どの

ように状況の中で新たな発想を入れていくのか

という部分が、今、問われていることになろう

かというふうに思っておりますので、あくまで

も現時点では、その方向の中でものを進めて、

そして、それを生かさなければならないという

ふうな中での認識として捉えているところでご

ざいますので、御理解をいただければと思いま

す。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  ただいまの御答弁

内容、承知しました。よく理解できました。 

 先ほどの御答弁の中で、中学校再編後の利活

用に当たっては、新たな視点での検討も必要な

んだよというような御答弁があったかと思いま

すけれども、確かに、中学校再編から６年間の

経過とともに、地域を取り巻く環境は大きく変

わってきております。それと、少子高齢化と人

口減少の振興に伴いまして、地元では旧中学校

の校舎、校庭、体育館を利用する機会は、ほと

んどなくなってきております。これは市長も御

存じのとおりかと思いますが。したがいまして、

現状のままでは中学校施設等の老朽化が進んで、

雑草や植木も伸びすぎて、荒れ放題になってし

まうことが懸念されます。そこで提案させてい

ただきますけれども、旧中学校施設等の利活用

に当たっては、再度、先ほど市長の御答弁の中

にもありましたけれども、地域の現状と要望を

しっかりと確認した上で、当市の健全財政や市

政ビジョンなどを勘案しながら、総合実施計画

への早期組み入れが必要ではないかなというふ
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うに考えますが、市長の御所見を伺います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほどの答弁の中でも

申し上げましたとおり、この計画の中における

位置づけとして、それなりの地域で地域住民の

皆様が何とかこれを活性化させようという中で、

懸命に頑張っているという途上でございますの

で、それをしっかり踏まえながら、長寿命化と

いう一つの切り口の中で、施設の利活用といっ

たものもの含めて捉えていかなければならない

かというふうに考えております。維持管理も含

め、環境整備も含め、地域の皆様のいろんな御

協力をいただかなければならないかというふう

に思っております。 

 私も、時々、出かけた際には、それぞれの現

場を見て歩いております。その際は、やはり草

が伸び放題だな、ごみがほったらかしになって

いるなというような現場も目の当たりにいたし

まして、これは何とかしたいなと、地域の皆さ

んの日ごろのひとつの御協力もいただかなけれ

ばならないなと。また、市といたしましても、

例えば、それはもう廃校になったんだから、そ

れは教育委員会からの手から離れたと。じゃあ

どこなんだ。地区センターだろう、いや、建設

課だろう、いや、まちづくり推進課だろうとい

うような、そのような議論はしないで、みんな

で関心を持ちながら、環境整備をしながら、こ

れを生かそうという、そのような機運を盛り上

げていくということも、やはり大事じゃないの

かな。きちんと環境整備をしておれば、やはり

テナントとしてというような動きも出てくるか

もしれませんし、あるいは入居しながら利活用

しようというような団体も出てくるかもしれな

いというような中に、日ごろの、そのような関

心を持ち、環境整備をするということが一番大

事じゃないのかなというふうに思っております

から、私もみずからの立場の中で、そのような

対応をしてまいりたいと思っております。 

 また、この総合計画との位置づけということ

になった場合に、旧上郷中学校等の活用構想は、

第２次遠野市総合計画の中に既に計画されてい

る一つの事業でありますけれども、グローバル

プラザの閉鎖によりまして、計画の修正も必要

であるということであります。また、松崎町、

上郷町とも地区まちづくり計画に、この旧中学

校を活用した事業が計画されているところでご

ざいますから、これをしっかりとフォローする

ような、そのような中で、再び輝きを、そして

にぎわいを、あるいは拠点性を持たせるような、

一つの中に持ち込んでいきたいというふうに思

っているところでございますから、なお一層の

御指導と御協力をいただければということをお

願いいたしまして答弁といたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  17番佐々木大三郎君。 

   〔17番佐々木大三郎君登壇〕 

○17番（佐々木大三郎君）  ただいま質問させ

ていただいた２つの項目は、地域住民にとって

は、待ったなしの課題であると認識しておりま

すので、ぜひ、速やかで適切な御対応を期待し

て質問を終わらせていただきます。 

○議長（浅沼幸雄君）  次に進みます。10番多

田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君）  今定例会において一般質

問をさせていただきます多田勉でございます。

今回は、観光振興の取り組み体制について、大

項目１点を質問させていただきます。 

 去る３月３日、東北横断自動車道釜石秋田線

遠野道路、遠野住田インターから遠野インター

までの開通式が挙行されました。このことにつ

いては、遠野市観光推進協議会が開通をお知ら

せするポスターを作成するなど、その周知に努

められておりました。ますますこのことによっ

て人々の行動範囲の拡大に拍車がかかるものと

いうふうに想定されます。プラスの面や、ある

いはマイナスの面もあることでありますけれど

も、当市においては、通過型と言われることに

よる市内に及ぼす影響、これがどの程度なのか

が懸念され、不安に感ずる市民もあると聞いて

おります。開通後の影響等については、さきの

12月定例会において一般質問をし、市長から、
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その見通し等については御答弁をいただいてお

りますので、このことについては答弁を求める

ものではありません。 

 それでは、質問の本題に入らせていただきま

す。冒頭申し上げましたとおり、大項目１点、

観光振興の取り組み体制についてであります。 

 最初に、遠野市観光推進協議会に関する質問

をさせていただきますが、現在、遠野市では遠

野市観光推進協議会が設立、発足いたしており

ますが、これが、このことに至った経緯につい

て、市長の答弁をお願い申し上げます。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  多田勉議員の一般質問

にお答えをいたします。 

 観光振興という部分の中におきまして、遠野

市観光推進協議会の立ち上げに至った経緯はと

いうことでありました。これまで遠野市の観光

振興体制につきましては、観光施設や宿泊施設

の運営者、プロモーションやイベントの実施が

多岐にわたりまして、いうところの観光全体の

マネジメントを行う組織が不在であったという

ことであります。そのようなことを踏まえ、関

係機関、団体の連携がとれているようでとれて

いなかったということが、いろいろ指摘をされ

てまいりました。余りこういう言葉は使いたく

ないんですけれども、活動がばらばらであった

という部分は、正直、認めざるを得ないかとい

うふうに私自身も認識をいたしております。そ

してまた、活動内容が団体によってさまざま重

複をしておった。一緒にやれば、もっといい力

なるのにな、このように持っていけば、もっと

パワーができるのになという部分が、いろいろ

あったにもかかわらず、同じような事業をそれ

ぞれの事業主体が行っておったという部分もあ

ったわけでありまして、それでは、いうところ

の総合力にはならない。やはり一体にならなけ

ればならないという中で、活動内容の効率的な

誘客がなされていなかったというような、その

ような状況でもあったという、これは、私も正

直なところ、市長という立場の中におきまして

は、この事実は認めざるを得ないという部分は、

正直に申し上げたいというふうに思っておりま

す。 

 そのためにという中で、放っておくわけには

いかない。関係機関、団体の役割分担を明確に

しながら、それぞれ旅行会社や多くの観光客の

方々のニーズ、あるいは遠野を訪れる方々の動

向調査等の結果をしっかりと把握しながら戦略

を立てる。さらには、それをオール遠野の仕組

みに持ち込むという、そのような一つの推進体

制が必要であろうかという中におきまして、こ

の遠野ふるさと公社を一つの柱にしながら、観

光協会、（株）遠野、それぞれの団体が13団体

入ってのオール遠野の取り組みとしての対応を、

平成29年、一昨年でありますけれども、12月９

日に立ち上げたという経過になっているところ

であります。 

○議長（浅沼幸雄君）  10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君）  平成29年の12月９日に設

立をされているということでありますけれども、

今、その関係機関、団体、13団体の組織をもっ

て、この協議会が振興されているわけですが、

現在はどのような役割になっているのかをお伺

いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  現在はどのような役割

を担っているのかという現状というということ

でありました。この分につきましては、２月１

日に現職の観光交流課長を観光推進協議会の事

務局長として派遣をいたしました。そのほかに

も職員１人を派遣いたしまして、観光推進協議

会につきましての業務を、今、中心となって展

開をいたしているところであります。もう、待

ったなしの、いろんなイベント対応、そして高

速インフラ整備に伴っての、いろんな人ともの

の流れをしっかり受けとめなければならないと

いう中で活動いたしているところでございます

ので、現在の活動状況には、この観光推進協議

会の参与の立場で運営にかかわっております産
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業部長のほうから、現状の活動状況について御

答弁を申し上げますので、御了承願います。 

○議長（浅沼幸雄君）  大里産業部長。 

   〔産業部長大里政純君登壇〕 

○産業部長（大里政純君）  命によりまして多

田議員の一般質問にお答えいたします。 

 観光推進協議会の現状ということでございま

した。先ほど申し上げましたとおり、一昨年の

12月９日に設立をしまして、約１年余りとなり

ますが、これは毎月第３水曜日に戦略会議とい

うものを開催をして、各団体から観光の入り込

み数と情報提供、あるいはそれぞれの団体の持

ち合わせる情報、そしてイベントやＰＲ、周知

活動などに係る戦略など、活発な議論が交わさ

れてきております。 

 協議会の大きな役割でございますが、戦略会

議を通じて、各団体の役割を調整する機能であ

ると考えておりまして、主な実例を上げますと、

次のとおりでございまして、１つ目としては、

各団体、それぞれで行っていたエージェント、

旅行会社に対するセールス活動を一本化をして、

複数で訪れるといったようなこと。 

 それから、２つ目としましては、県内外で行

われるＰＲキャラバン、いわゆるインバウンド

に対して、いろいろな活動を行っておりますが、

どういった団体が誰を派遣するかといったよう

な参加の調整などを行っております。 

 そして、３つ目といたしましては、立丸峠の

トンネル共用化、あるいは３月３日の釜石道の

供用開始、あるいは今度３月９日の全線開通に

合わせて、さまざまなイベント、それから先ほ

ど御紹介がありましたとおり、ポスターあるい

はイベント、そして歓迎機運の醸成活動を行う

といったようなことを行っております。 

 また、訪日外国人の災害時の対応マニュアル

等の作成に向けた、今、協議をしてございます。 

 ５つ目としましては、それぞれ春、夏、秋、

冬の四季に応じたイベントをきちんと掌握をい

たしまして、季節に応じた早い時期にエージェ

ントに対して売り込みをするというようなこと

で、ＰＲのリーフレットを作成して、それを持

ちながらＰＲ活動を行う。 

 そして、６つ目といたしましては、昨年の６

月から行ってまいりましたが、道の駅遠野風の

丘20周年推進本部を協議会の中に立ち上げまし

て、イベントの運営に当たって、予算もとりな

がら、団体の調整を行ってきておりまして、３

月には、いよいよ風の丘の2,000万人という来

訪者が予定されておりますから、そういったあ

たりまで、この20周年記念事業を行いながら、

遠野への観光客の誘客に努めているといったよ

うなことでございまして、これらは設立前には

なかなか実施できなかったことでございまして、

遠野の観光振興においては、大きな役割を果た

しているのではないかというふうに考えており

ます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君）  関係機関、団体の役割分

担というものに対して、明確化を含めて、課題

について伺いたいわけでございますけれども、

今年度は風の丘の20周年や、それから立丸トン

ネル共用化、釜石秋田線の全線開通に合わせた

取り組みがあるということでありましたけれど

も、資本となる組織の役割分担に、我々とすれ

ば、若干の理解しがたい部分があるというふう

に感じております。そういったところで、市長

はこのことをわかっていらっしゃるか。そして

また、そのことに対するどのような考えを持っ

て取り組んでいらっしゃるのか、お伺いをいた

します。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  先ほど第１問目でばら

ばらであるといったような中でオール遠野とい

う仕組みをつくらなきゃならない、それが総合

力であるという部分の中で観光推進協議会の立

ち上げに持ち込んだというのが一昨年の12月９

日。その後も、今、担当部長のほうからも申し

上げたところですが、これは担当部長というよ

りも観光推進協議会の運営にも参与の立場で直
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接かかわっているという立場も踏まえての現在

の取り組み状況等につきまして、御答弁の中で

申し上げたところであります。その答弁の中に

は、今、申し上げた、１つ、２つ、３つ、４つ

と述べたわけでありますけれども、今までなか

った取り組みであるという、そのような話が答

弁の中で述べられておりました。今までは、そ

れは観光協会だろう、それはふるさと公社だろ

うというような中で、まさに集中しながら、み

んなで力を合わせれば大きなインパクトのある

アプローチができるのに、それがなかなかでき

ないでいったという部分が、このような一つの

推進協議会という組織の中で、一体感というも

のが出てきたという部分は、私はこれは遅きに

失した感があるという方も、そのような指摘も

受けておりますけれども、それを仕方がないん

じゃなくして、遅きに失した分、アクセルを踏

んで、さらにスピードを増すというような取り

組みの中で、遠野の観光振興、交流人口の拡大、

さらには関係人口のさらなる活発化という中で、

控えておりますいろんなイベントにしっかりと

向き合いながら、遠野の活性化というものを、

そこに見出していくということに私はなるんじ

ゃないのかなと思っておりますので、この観光

推進協議会、まだまだいろんな意味においての

課題はあります。そしてまた、いろんな点での

見直さなければならない、あるいは充実させな

ければならない、そのような連携を強化しなけ

ればならない課題もたくさんあるわけでござい

ますから、それを、その都度その都度見直し、

また、その都度その都度、その中において充実

強化をしながらという部分の中で、この組織を

しっかりと活動させることが、繰り返しになり

ますけども、今、求められている一つの体制づ

くりじゃないかなというふうに思っているとこ

ろでございますから、指導の立場といたしまし

ても、これをしっかりとフォローしてまいりた

いというふうに考えているところであります。 

○議長（浅沼幸雄君）  10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君）  今の市長の答弁で、連携

のそれぞれの立場の強化というものについての

答弁をいただきましたけれども、遠野の最近に

おかれる観光の施策の中によく出てくる言葉が、

ワールドカップの開催など、そういったイベン

ト的なものがよく言われておりますけれども、

私は継続されるような事業、そういった取り組

みが必要だろうと。遠野市として将来を目指し

た観光への考えが基本に据えられるべきだとい

うふうに私は思っております。 

 ことしの２月に観光協会において事務局長ほ

か職員を派遣して専従体制を整えたということ

でありますけれども、私は、現在の遠野市、市

役所の全体を見ると、市の職員を削減しながら、

組織の見直しを図って市の業務の執行に当たっ

てきているわけですけれども、事務事業は減っ

ているというふうには理解しておりません。む

しろ職員一人当たりの負担が近年の多様化によ

って多くなっているのではないかというふうな

思いすらしております。国では働き方改革を進

めようとしている中で、遠野市の事務事業の精

査がしっかりと図られているのかが、この辺を

見ると、若干疑問を感じるというところがあり

ます。今後、ずっと市の職員の派遣によって観

光推進協議会を運営していくのか。その役割と

はどういうものなのかということを伺いたいと

いうふうに思います。 

 ちなみに、平成31年度の当初予算には800万

円の推進協議会に対する補助金が計上、提案さ

れておりますけれども、この辺のこともつけ加

えさせていただきながら、役割というものを、

今後のことについてお伺いをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  減る一方の職員の業務

負担の問題と、このような観光推進協議会のよ

うなパートナーとしての団体、それから機関と

の連携をどう図るかという部分につきまして、

どのような見通しの中で職員の派遣を行ってい

るのかというような御質問と承りました。 

 この分につきましては、一番望ましいのは、

民間の方々の全面的な対応の中で、このような



－ 123 － 

観光推進協議会、あるいはこれから質問があろ

うかというふうに思っておりますけれども、観

光協会のような組織の問題は、民間初動の中で

行うという部分が好ましい姿ではないのかなと

いうふうに思っております。 

 今般の観光推進協議会の事務局の職員派遣の

問題につきましても、実は、悩みに悩み、そし

て年末年始、いろんな方々からの意見を聞き、

ヒアリングと申せば、ちょっとあれでございま

すけれども、お話を聞き、であればどうすれば

いいのかなという部分の中で、最終的に待った

なしだというぎりぎりの段階で職員の派遣とい

う決断をしたということでありまして、決して

市が全部抱え込むという一つの中での取り組み

ではなかったという部分については御理解をい

ただければというふうに思っております。刻一

刻とイベントがひし迫り、やらなければならな

い、そのような課題に立ち向かわなければなら

ないという中で、やむにやまれず、現職の観光

交流課長を観光推進協議会のほうに派遣をした

という判断に至ったという部分においては、そ

のような経緯があった。 

 ですから、人材の発掘と活用をどうするのか

という部分について、今般、地区センターのあ

り方、あるいは地域おこし協力隊の一つのあり

方という部分につきまして、いろいろ議論が交

わされているということにつきましては、私は

非常に議論をこのように行っているなというふ

うに捉えているところであります。したがいま

して、全てが決定事項ではない。いろんな面で

見直しをしなければならないという部分の中で、

望ましい方向に持っていくという部分の中で位

置づけているということでございますので、こ

れが恒常化するというか、ただ、いろんな面で、

こういう取り組みは継続の力でありますから、

半年、１年で、その役を終えて、また人事異動

をするということになれば、せっかく軌道に乗

ったのに、また変わるのかというような、その

ようなことになってしまうわけでありますから、

ある程度、継続性を持った、見通しを持った、

そのような対応の中で動かざるを得ないんじゃ

ないのかなというように考えているところであ

ります。 

○議長（浅沼幸雄君）  10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君）  先ほども少し触れました

けれども、これは予算委員会等でも質問したい

というふうに思っておりますが、やはり職員の

定員管理計画等もあろうかと思いますので、そ

の辺もしっかりと整合性が図られたような形で、

私は人事管理をしていただきたいというふうに

思います。 

 それでは、次に、一般社団法人遠野市観光協

会について質問をさせていただきます。先ほど、

佐々木議員の一般質問にもありましたけれども、

日に日に春めいてまいりまして、我ら議員控室

にもネコヤナギが生けられております。そうい

った風景を見ると、やはり春だなと思います。

そういったときに、桜の時期、そしてＳＬ運行

など、観光事業がにぎやかさを増してまいりま

す。そういった中で、これからの、このことに

主体性を持って取り組んでいるのが、先ほど申

し上げました一般社団法人遠野市観光協会であ

るというふうに私は認識をしておりました。一

般社団法人遠野市観光協会の現状をどのように

捉えているのか、お伺いをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  現状をという質問であ

りました。この現状を御答弁申し上げる前に、

遠野市観光協会のほうに遠野観光推進協議会の

事務局を設け、そこに先ほどお話いたしました

職員を、その中に派遣をしたという部分におい

ては、この遠野市観光協会の現状も抜きにはで

きずに、そのような体制をとったという背景が

あるわけでございますので、それをもとに現状

について御答弁を申し上げます。 

 昭和43年に任意団体として、これは遠野市役

所内に事務所を設置し、遠野観光協会、そのよ

うな中でスタートをいたしました。平成８年に

駅前物産センターに事業所を移転いたしまして、

現在の旅の蔵遠野に設置されたという、そのよ
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うな経緯があります。まさに、昭和の時代から

平成の時代に遠野の観光振興を、しっかりと役

目を果たしてきたという、そのような経緯があ

ります。平成24年に一般社団法人としての組織

の再編を行ったと。 

 平成31年２月現在、観光施設等を含め、団体

会員は26団体、個人会員は28名、それ以外の一

般会員は62名が会員となっているというふうな

状況の中にあります。また、役員構成について

は、会長１名、副会長２名、理事７名、監事２

名、顧問１名の一般社団法人の組織であります。 

 定款の中には、遠野市及びその周辺地域を有

する文化的社会的及び経済的な特性を生かし、

観光客の誘致促進を図るとともに、観光地及び

観光物産の紹介、宣伝並びに観光関係者の資質

の向上を図り、もって地域経済の発展並びに生

活及び文化の向上に寄与することと、そのよう

に位置づけられているのが遠野市観光協会であ

ります。ちょっと長くなりましたけれども、そ

の定款の中の一部を読み上げさせていただきま

した。これを基本としながらという部分におい

ての遠野市観光協会を機能させなければという

か、機能しなければならないというお答えにあ

るんじゃないかなと思っております。 

 事業内容といたしましては、観光宣伝や観光

客の誘客促進を行う広域事業、それから観光土

産品等の開発・販売促進を行う収益事業という

ような位置づけの中にあっているわけでござい

ますから、これが第３セクター改革推進という

改革の中におきまして、遠野ふるさと公社と観

光協会の役割分担、機能分担、そのような再編、

統合のようなものも、この観光協会の歴史と、

そしてまた位置づけと、定款に定めている部分

の目的といったものを踏まえながら、時代の流

れに沿った組織の見直しも、充実強化という部

分と役割分担という部分の中で見出していかな

ければならない、そのような時期に来ているん

じゃないのかなというふうに承知しております。 

○議長（浅沼幸雄君）  10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君）  わかりました。一般会員

62名、その１人も私でございます。その中で、

やはり最近、ちょっと耳にすることは、観光協

会が取り組む事業そのものの内容は、今、市長

の答弁にもあったように、観光推進協議会と一

体的な取り組みということから、どうしても

我々には類似した団体、組織というふうに受け

とめざるを得ないような状況でございますが、

情報によりますと、観光協会の職員の退職など

があったり、そういった課題があるというふう

に私は聞いております。観光協会の一般社団法

人という人格のある組織でございますから、こ

れは市長の介入できる範囲があると思いますけ

れども、観光協会の事業の推進に当たっての組

織の体制、これをどのように市として捉えてい

るのか。その辺をわかったら教えていただきた

いと思います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  今般の観光推進協議会

の事務局体制の強化という部分につきましては、

観光協会の幹部の皆様ともいろいろ意見交換さ

せていただきました。現在、職員は事務局長１

名、そのほかに正職員、臨時職員を含め６名体

制で、今、広域事業３名、収益事業３名という、

そのような部門に担当を分けながら配置されて

いるというふうに承知をいたしております。前

の質問に答弁を申し上げましたとおり、１日に

いろんな大規模イベントが控えているというこ

とで、職員３名を派遣いたしまして、観光推進

協議会の専従体制を整えたというところであり

ます。 

 観光協会の事業内容におきまして、広域事業、

さらには収益事業といったものの中で、特に広

域事業については、観光推進協議会の掲げる事

業の一つとして、しっかりと重なり合うという

ことになるわけでありますので、この各組織の

集合体である観光推進協議会の中におきまして、

しっかりと観光協会の役員の皆様、あるいは会

員企業の皆様、あるいは一般会員の皆様とも連

携を図りながら、観光協会のしっかりとした目

的を果たすような、そのような機能を発揮させ
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るという部分が、これも繰り返しになりますけ

れども、お互い役割分担をしながら、その役割

を果たしていくということになるのではないの

かなというふうに思っておりますから、観光推

進協議会の機能と役割が大きなウエートを占め

ることになるのではないのかなと。そこで、観

光推進協議会というものと観光協会といったも

ののあるべき姿、そこの先には、ふるさと公社

の一つの望ましい再編とった第２次ステージと

いったものをしっかりと見きわめながら対応し

ていかなければならない。一つの大きな正念場

に、今、差しかかっているのではないのかなと

いうふうに承知をいたしております。 

○議長（浅沼幸雄君）  10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君）  私は、今、市長から答弁

があった観光協会の現状を踏まえた上での、今

度は、遠野市としての支援策について触れてみ

たいというふうに思います。 

 遠野市のこれからの観光事業を推し進めてい

くために、主体性をどこに置くのかということ

が、私はやはり必要ではないのかなというふう

に思います。推進協議会には、先ほど来、申し

上げられているように、市の職員３名派遣され

て、専従体制をとっておりますけれども、今後

の市の目指す方向というのが、若干、まだ見え

てこないというのが私は現状じゃないのかなと

いうふうに思っております。遠野市観光協会の

支援を、今後、どのように図っていくのか。 

 細かい話ですが、観光推進協議会は市の職員

で業務を遂行しているわけでありますけれども、

観光協会については、職員、いろいろな事業実

施、そういった予算、経費、そういったものが

非常に財源の確保という意味では、私は推進協

議会の組織と観光協会の組織との違いがあるの

ではないかなというふうに思います。 

 そういったことを踏まえながら、市の観光が

花巻とか嘉麻市、そういった近隣の自治体の観

光事業と同じような、近い距離での推進が必要

だと。かけ離れることのないような、そしてま

た遠野の観光推進が遅滞することがあってはな

らないという思いで質問をしておりますけれど

も、他市町村では行政の観光施策を推進するた

めに観光協会にさまざまな支援をしているとい

うのを実態として伺っております。そういった

ことを、今後における遠野市としての、先ほど

来、市長が申し上げておりますけれども、観光

協会に対する支援策、今のような私の話を踏ま

えながら、市長はどのようにそれをお受けとめ

になるのか。その辺をお伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  こういった組織、ある

いは各機関というものにつきましては、行政も

そうでありますけれども、費用対効果も含め、

広域性と収益性の中で再編、統合といったもの

を進めていかねばならないという、そのような

一つの物の見方というのは、その中に位置づけ

られるんじゃないかなというふうに思っており

ます。 

 今、観光協会の支援策につきましては、平成

30年度の予算で見ますと、市からの運営補助金

は800万円、そして指定管理料は400万という、

そのような財源の中で実施事業あるいはそれに

委託事業収入が加わり、運営されているという

ふうな状況にあります。800万と指定管理料400

万。そのほかに昨年の12月議会で承認をいただ

いた観光協会のホームページ多言語化、この部

分につきまして約1,079万円が今年度新たに追

加補助となったという、そのような状況にあり

ます。そして、これも、いろいろ今、やりとり

をしているわけでありますけれども、ことし２

月１日には市職員３名を観光協会に派遣をし、

うち１名を観光協会の事務局長として観光協会

の人的体制の支援も行ったということでありま

す。 

 そのような中で、一方で県内の観光協会の例

で見ますと、ある地域の観光協会では、観光案

内所としての機能ばかりではなくて、協会自体

で旅行業の登録を受けながら、旅行商品の企画

から運営まで、みずから営業できる体制を整え

ている協会もあるというふうに聞いておるとこ
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ろであります。このような体制が整えば、観光

プランをみずから企画し、旅行商品として売り

出すこともできるものでないかなというふうに

思っているところであります。この民間の旅行

会社等に勤務歴があり、かつ旅行業務取扱管理

者といったものを取得している者が、そのよう

な人材があれば、まさに事業の拡大が行われ、

みずからの企画により利益を生み出すというよ

うな、繰り返しになりますけれども、民間の力

で自立し、運営されることも期待されるという

こともあるわけでございますから、今後、この

ような人材の発掘や、さらに近隣の観光協会の

ノウハウなどもきちんと情報把握をしながら、

この市職員を派遣したという、一方においては、

これは強みと言えば強みということになろうか

と思っています。まさに官民一体でありますか

ら、そういう意味になるわけでございますから、

こういったものを生かしながら、市ができる支

援策をきちんと構築をしてまいりたいというふ

うに考えております。 

 その中におきまして、この第３セクターの組

織再編といったものにつきまして、ふるさと公

社の、まさに広域性と収益性、地域商社として

のあり方、あるいは広域部門としての観光協会

とのきちんとしたすり合わせ、そのような中で、

ふるさと公社の抜本的な改革といったようなも

のをその中に視野に入れながら、望ましい姿を

その中で見出していくという部分で、これもア

クセルを踏まなければならない大きな課題では

ないかなというように思っております。 

○議長（浅沼幸雄君）  10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君）  それでは、最後になりま

すけれども、遠野市観光推進協議会と遠野市観

光協会の相互関係の明瞭化というものについて

質問させていただきます。 

 本来の観光協会の組織あるいは事業展開に対

する支援というものが行政の重要な役割である

というふうに私は常々認識してまいりました。

先ほど、市長が旅行業務等の管理者の人材確保、

ぜひ、この辺を重点課題に据えながら、遠野市

として後押しをしていただきたいということを

申し上げておきたいと思います。このことは、

さまざまな、いわゆる社会情勢の変化、あるい

はイベントなどの対応を強化するためには重要

なことだというふうに思います。 

 市民にはわかりにくい組織であるというふう

に感じられておりますけれども、市長の施政方

針演説の中でも、観光推進協議会を中心にとい

うふうな発言があったと記憶しておりますが、

そのことを聞いて、私は推進協議会が上で、下

が観光協会で、どっちが遠野市の観光事業を担

うのか。その辺が私はちょっと曖昧だなという

思いをしたので質問に立っているわけでありま

すが、それぞれの市民にわかりにくい組織であ

るということは、先ほど申し上げましたけれど

も、それぞれの役割と、それによって実績を積

み重ねていくためにも、やはり違いを明瞭化す

る必要があるというふうに私は思います。お互

い働いている同業種でございますけれども、そ

ういった中で、これは私の勝手な思い込みかも

しれませんが、やりにくい環境というようなこ

とがつくられないように、そしてお互いの存在

価値がしっかりと高めていけるような環境づく

り、そういったものの支援を、遠野市として観

光推進が活発になるような、そういう考えを持

ってほしいなということであります。 

 遠野市観光協会は、先ほど市長の答弁にもあ

りましたけれども、市民や団体が会員となって

運営されている人格ある法人でございます。そ

ういったことは市長も御存じのことと思います

けれども、市長が目指すこれからの遠野市の観

光推進、こういったものも含めながら、市長の

観光推進とはどういうものなのか。これを私は

広く市民にしっかりと伝えていただきたい、そ

ういう意味で答弁をお願いします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいまの御質問にお

答えを申し上げますけれども、所信表明の中に

おきましても、観光推進協議会を中心にという

ような、そのような述べ方をしたということも
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そのとおりで、ただ、この中心にということは、

やはり観光協会の存在を、あるいは役割を、機

能を、それはどうでもいいんだという意味では

ない。先ほどもおっしゃいましたとおり、昭和

の時代から平成の時代といったものを観光協会

が、まさに一つのマンパワー集団として一定の

役割を果たしてきたという、そのような流れの

中にあるわけであります。 

 そして、遠野を取り巻く環境も大きく変わり

ました。情報化あるいは高速インフラ、さらに

はインバウンドの流れといったものに大きく変

わってまいりました。新たなステージをつくら

なければならない。新たなステージをつくると

いうことは、これまで培ってきたいろんなノウ

ハウと組織をどうでもいいのかということでは

ない。それを生かさなければならないという中

で、それぞれの主体性を生かしながら役割分担

を行うということに、今、それに持っていかな

きゃならない。となれば、ふるさと公社の抜本

的な見直しとも連動させながら、いうところの

広域性と収益性の中においてのすみ分けをしっ

かりしながら、しっかりと稼ぐところは稼ぐし、

言うなれば指定管理制度のようなものを生かし

ながら、一定の広域性を維持しながら、誘客を

図る体験型、触れてみる、そして遠野を知ると

いうような地域資源がいっぱい遠野にはあるわ

けでございますから、その辺のところのすみ分

けをしながら、観光協会の役割をしっかりその

中で見出していくということに私はなるのでは

ないのかなというように思っておりますので、

この人的な支援をこの２月１日で行ったという

のは、御案内のとおり、繰り返しになりますけ

れども、この３月３日には遠野部分開通、９日

にはまさに歴史的な縦と横がしっかりとつなが

るというような大きな出来事があるわけでござ

いますし、復興も８年、その中におけます三陸

復興防災プロジェクト、そのようなものも行わ

れる。オリンピックやパラリンピックもしなが

らという、また一方においては、インバウンド

を4,000万、5,000万という、そのような声も東

北のほうにも来ているわけでございますから、

そのような中での一つの役目を果たすという部

分で、アクションプラン、これを早く打ち立て

なければならないんじゃないのかなと思ってお

りまして、この担当の観光推進協議会は今年度

内に策定するアクションプラン、この間、歴史

が動きました。急いでほしいという話を申し上

げました。もう時間がないぞという中で、この

ような一つのアクションプランのようなものが

見えれば、それぞれの役割が見えてくる。マー

ケティング、プロモーション、インバウンドと

いうカタカナ語が並ぶのであれば、じゃあ何を

すればいいのかというのが見えてくるという部

分なので、アクションプランの一つの策定と、

それの進行管理、それに伴う予算措置といった

ようなものを連動させながら、仕組みを形に持

っていくという部分の中に、作業を急げば、観

光推進協議会の果たす役割ということが、また

明確に見えてくるんじゃないのかなと。さらに

は、構成員であります観光協会の役目も、その

中でしっかりと見えてくるんではないのかなと

いうように思っておりますので、このマネージ

ャー役としての役割を観光推進協議会の事務局

が担いながら、各構成団体は現場で働くプレー

ヤーであるという、そのような一つの役割分断

の中で、これからのさまざまな遠野の活性化の

ために、お互いの役割を認め合い、そして価値

を高め合いながら、遠野の観光推進の活性化に

向けて、文字通り一体となった取り組みを展開

するように、市としても全面的にフォローして

まいりたいというように考えているところでご

ざいますから、御了承いただければと思います。 

○議長（浅沼幸雄君）  10番多田勉君。 

   〔10番多田勉君登壇〕 

○10番（多田勉君）  最後ですが、限られた職

員での市民に対する行政サービス、これの充実

のために、職員の定員管理計画、それらを十分

に尊重しながら、私は先ほど申し上げました市

民のための行政サービス、それを念頭に置いて

取り組んでいただきたいということと、先ほど

話がありましたが、東北横断道の開通を構え、

12月に質問した際には交通量等の調査の数字も
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報告が市長から答弁ありましたけれども、開通

したからいいということじゃなくて、これから

は、さらに交通量等の調査をしながら、的確な

把握に努めて、それらの市政運営に取り組んで

いただきたいということをお話して、私の一般

質問を終わります。 

○議長（浅沼幸雄君）  10分間休憩いたします。 

   午後３時10分 休憩   

────────────────── 

   午後３時20分 開議   

○議長（浅沼幸雄君）  休憩前に引き続き会議

を再開いたします。 

 引き続き一般質問を行います。 

 次に進みます。16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君）  通告に従い、一般質問

を行います。今回、私は２点をテーマとし、市

長に対して一言一答方式にて質問いたします。

遠野市発展のためには、あり余るぐらい山積す

る課題があります。その中から最も重要と思わ

れる農林水産業にかかわって質問いたしますが、

前にも述べましたが、いわゆる基幹産業と思う

からであります。 

 質問の前に、２つの話題をお話ししたいと思

います。 

 １つ目は、２月22日、23日と、市長はトップ

セールスとして大阪、京都を訪問しています。

それは遠野産米を加工米として酒屋さんに売る

ためであります。これからの米販売農家の未来

を占うものと思っています。 

 相手先は、830年以上の歴史のある「月桂冠

酒造」であります。複数年契約をし、所得の安

定を図るためであります。市長、そして花巻農

協組合長とツートップが参加しての販売促進で

あります。反面、そんなに高く買うわけじゃあ

りませんので、行政として、その差額部分を産

地づくり交付金としてしっかりと支えていくこ

とも必要であります。 

 また、「いわてっこ」の販売についても、

「おおさかパルコープ」２店でのＰＲ活動もし

ています。トップの行動が改めて大きいことに

感謝するところであります。 

 ２つ目は、２月27日に農事組合法人こがらせ

農産の５周年と、そして県表彰むらづくり賞の

祝賀会がございました。関係者の方々が大勢参

加しており、その活動に感動した次第でありま

す。これからもリーダーの力量と、それを支え

る組合員の協力が必要と思う次第であります。 

 さて、質問入りますが、最初は地域農業マス

タープランについてであります。 

 マスタープランというのは、地域の未来の設

計図と言われております。マスタープランの主

たる参加者は、認定農業者と営農組合組織の

方々であります。それに市担当者、県、農協、

そういった関係者もあわせて、昨年12月に各地

区センターにおいて、その懇談会を開いており

ます。案内者総勢458名、出席者116名、出席率

15％であります。その意見交換会の中で話され

た話題を中心として、幾つかの質問をしてまい

ります。 

 その一つとして、その出席率が低いのではな

いか。さまざまな都合もあるとは思います。プ

ランの認識不足やＰＲ不足があると思います。

地域によっては10％台、多いところは40％台と、

ばらつきもあり、今後のプラン推進に当たって

は重要と思いますが、まず市長から、その出席

率についての感想について質問いたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  新田勝見議員の一般質

問にお答えを申し上げます。 

 基幹産業である農林水産業の取り組み状況に

ついて、２点に絞りながら御質問をするという、

そのような質問でありました。 

 また、冒頭、このトップセールスという部分

におきまして、遠野産の「いわてっこ」、ある

いは遠野産「あきたこまち」という中で、主食

用米、あるいは加工用米という中で、京都、大

阪のほうに出かけながら、幾らでも遠野のお米

を売っている中で、私も活動をしてまいりまし

た。改めて遠野の農業の大切さというものを、

その中で知るところとなったわけであります。 
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 加工用米のこの御質問にありました月桂冠株

式会社の大手の求めには、しっかりと遠野も生

産体制を整えながらこれを提供するというよう

な仕組みの中で、いろいろ話し合いを行ってき

たわけでありますけども、京都の382年の歴史

を持つ月桂冠酒造のほうにおいては、寛永４年、

1627年に操業したというような、そのようなお

話でありました。寛永４年、1627年となれば、

遠野市は本格的な、この遠野南部氏としてス

タートしたのが寛永４年、1627年ということに

なるわけでございますから、何となくこの縁の

不思議さというものを感じながらトップセール

スを行ってきたということであります。 

 パルコープさんは、後方支援をしっかりと遠

野を拠点にしながら、東日本大震災にも向き合

ったという中で、パルコープの幹部の皆様とも

いろいろ懇談ができたという中で、非常に実り

のある一つの対応ではなかったのかなと私自身

も思っているところでございますから、担い手

水稲部会の部会長である新田勝見議員の、その

中に活躍もあったんじゃないのかなと思ってお

りますので、心から敬意を表したいというふう

に思っている次第であります。 

 さて、このマスタープランの出席者が少ない

ぞという、そのような御質問でありました。地

域マスタープランは、御質問にありましたとお

り、まさに未来図、人と農地プランと呼ばれる

ものでありまして、人と農地のこの問題を一体

的に解決していくために、地域との話し合いに

よって策定されるものというように位置づけら

れております。平成25年２月、現在の地区セン

ター単位ごとの11地区で策定をしているところ

であります。 

 本プランについては、特に農地中間管理企業

の活用状況に応じて、プランに掲載されている

中心経営体、いうところの担い手でありますね、

担い手と農地の出し手の変更が生ずる際に、そ

の都度、各地区単位で見直しの検討会を展開し

てきているという、そのような経緯があります。 

 しかし、御指摘のありましたとおり、これま

での見直しに係る検討会を、各地区においても、

地区、何度となく、幾度となく開催してきまし

たけども、先ほど15％という数字が言われまし

たけども、参加者数が少ないということが大き

な課題であります。 

 今年度から、そのようなことを含めまして、

参集範囲を拡大、かつ農業委員会との連携や地

域関係団体への直接アプローチを行いながら、

参加率の向上に努めているという、そのような

状況にあります。 

 今後の地域の課題解決には、より多くの遠野

農業の担い手をはじめとする農業者が参加の上、

話し合っていくことが、まさに不可欠でありま

す。そのために、地域農業マスタープランの着

実な意味を農業者の皆様に理解していただける

よう、さらなる関係機関と連携しながら周知活

動の展開を図ってまいりたいというふうに考え

ているところであります。 

○議長（浅沼幸雄君）  16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君）  次に、地域農業マス

タープランは、担い手に理解してもらうととも

に意欲をかき立てるものでなければなりません。

農業者のみならず地域の方々も地域の将来のた

めに一緒になって構築するものと思います。市

長がいつも言う、総合力、地域の総合力という

のは、こういったところで発揮すべきと思いま

すが、市長はどのようにお考えを持っています

か、お伺いします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この総合力という分に

おきましては、より多くの参加者の皆様、いろ

んな関係機関、団体の皆様の中から意見を伺い

ながら、第１問目の質問にありましたとおり、

地域農業の未来の設計図となるものがこのマス

タープランだという、その意味の、そしてまた

位置づけの重さを確認し合いながら、やっぱり

しっかりとこれに取り組んでいかなきゃならな

いというふうに思っておりますので、今後のこ

の検討会等に当たりましては、現在、農業委員

会で調整中の農家意向調査等の結果を活用しな
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がら、多くの農業者の意向を地域マスタープラ

ンに反映させてまいりたいというふうに考えて

おります。 

 農家、組合長につきましては、以前は各地域

の支部長のみに案内をしていたという流れがあ

りますけども、今年度から全農家、組合長にも

案内をしている。それからＪＡとの連携のもと

に農家、組合長が多く参加してもらうような、

そのような働きかけも行っていきたいというふ

うに考えているところであります。 

 農家を含めた地域の中心となる行政区長であ

る方々にも、ひとつこのマスタープランを推進

するに応じまして、必要に応じて行政区長から

も意見を聞くというような場も設けることも検

討課題ではないのかと、それが結果的には、い

うところの総合力ということにつながるのでは

ないのかな、しっかりと、そういった地域の未

来図がその中で見えてくるんじゃないのかなと

いうふうに思っているところであります。 

○議長（浅沼幸雄君）  16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君）  ただいま市長のほうか

ら農家組合長、あるいは区長、そういった地域

の有力者といいますか、関係者、そういった

方々も含めて、やはり地域の未来図をつくると、

私の望んでいるところでございます。ぜひ次の

会議には、そういった方々も一緒になって議論

できればなと、話し合いできればなというふう

に思っているところでございます。 

 次に、農地の集積について、質問要望が話さ

れています。農業機械の進歩は著しいものがあ

り、担い手にとっても機械を使っての作業が、

当然多くなります。条件次第によって、農地集

積も進む場合と進まない場合があります。 

 市内には、44ヘクタールもの水田の耕作放棄

地があると聞いています。その中には、排水不

良や、いわゆる湿田というもの、湿田、機械に

よって稲刈り等々もできないような、そういう

湿田でもあります。そういったところがところ

どころに見え隠れをいたします。 

 圃場整備事業では、できない農地があります。

そういった中で、やはり市独自の支援策はない

のでしょうかということですけども、これは田

んぼが並んでいますけども、ここはもったいな

いなというところでも、ぽつっと湿田があった

りいたします。やはり非常に耕作放棄地ももっ

たいないといいますか、重要な耕作地の一つに

なり得るわけでございますので、その辺の市長

のお考えをお伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この農地の集積をひと

つ流すという部分におきましては、言うところ

の圃場整備実施地区、これが担い手の集積が進

む傾向にあるという、そのようなひとつの状況

があります。ただ山間部の農地については、機

械作業しにくいこと、あるいは畦畔等の草刈り

作業が大変であることなどの理由で、担い手に

断られるケースがあるという、だから集積が進

まないという、そのような課題を抱えているわ

けであります。 

 さらには、既に圃場整備が実施したときであ

っても、昔の区画で現在の大型機械で対応でき

ないもの、昔の規格で現在の大型機械で対応で

きないため、経年による排水不良が発生し、耕

作条件が悪いものといったような、そして担い

手も敬遠しながら、耕作放棄地につながってい

るという状況も聞いているところであります。 

 このような問題を解決するためには、地域の

話し合いにより、再度、圃場整備に取り組んで

いく地域も出てきているわけであります。 

 現在の制度では、圃場整備の実施に当たり、

担い手への集積度を高めることで農家負担が少

額で済むという、実施ができるという、そのよ

うな一つの対応であります。 

 さらには、この対象エリアの全ての農地を、

農地中間管理機構の活用によって、担い手に集

積することで農家の負担がなく、圃場整備を行

える事業も創設されているというそんな状況で

あります。 

 過去に圃場整備事業を行い、農地中間管理事

業を活用している地域であれば、国の補助事業
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である農地耕作条件改善事業を活用し、湿田対

策や畦畔の除去なども行うことができるという

ような、新たな制度もできていきているわけで

あります。 

 しかし、この農地・耕地・条件・改善事業は、

農地集積してからの一つの整備となっていると

ころでありますので耕作者の負担が大きいとい

うことで、現在、国にこの要件緩和に要望をし

ているところでありますので、そのような一つ

の現状と課題といったものを踏まえながら、や

っぱり農地集積といったものを計画的に進めて

いくというような、そのような取り組みもしっ

かりと行っていかねばならない一つの課題では

ないかなというふうに思っております。 

○議長（浅沼幸雄君）  16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君）  ぜひそういった農地に

つきまして、手続を踏んで、できるだけ耕作者

の負担も少ないほうがいいわけでございますの

で、申し込みがあったらやっていただきたい、

そう思います。 

 次に、認定農業者としてのメリットというの

は何カ所かありますけれども、融資や助成制度

の採択要件が厳しく審査にも時間がかかる、こ

ういう意見が出ております。もっと簡素化でき

ないものかということです。これは、私個人も

経験したことでありますけれども、面積要件で

適用しないというものでした。また、昨日もあ

りましたが、農機具の更新などの場合、市の農

業支援はないのかをお伺いいたします。年々農

機具が高くなってまいります。農産物の生産コ

ストの、これは高騰につながっているというふ

うに思っております。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  認定農業者のこの設備

導入に係る支援といったものについて、さまざ

まな課題があるよという、そのような御質問で

ありました。認定農業者をはじめとする担い手

にとって、機械や設備の導入は、経済的に大き

な負担を伴うことになりますから、支援を求め

ている声はあるということは承知をいたしてお

ります。 

 前段の質問にありましたマスタープランに担

い手を掲載することにより、国県の補助金が受

けられる対象となることから、今後、この経営

方針や、あるいは規模を勘案しながら、既存の

補助制度が使えるように誘導していくというこ

とも大事じゃないのかなと思っておりますので、

先ほど総合力でマスタープランといったお話が

ありました。やはりそれでしっかりと位置づけ

るという部分が、このような支援策の誘導につ

ながるんではないのかなというように理解をし

ているところであります。 

 また、市のほうにおきましても、既存補助事

業、いうところのＡＳＴ加速化事業、あるいは

産業振興基金、このような活用等も、実はこれ

検討してまいりたいというふうに考えていると

ころであります。やはりこの担い手の皆様の、

この経済的な負担をあれしながら、しっかりと

農地を守るという部分の中におきまして、先ほ

ど冒頭ありましたとおり、遠野の米生産という

部分のしっかりとした生産基盤をその中に見出

すことができるわけでありますから、このよう

な対応をしてまいりたいと思っております。 

 また、地域における機械の共同利用、あるい

は戸別農家の費用負担軽減が図られることがあ

りますので、この部分においても、希望する地

域においては集落営農組合などの組織化を、こ

れも支援していくということがやっぱり大事な

切り口ではないかなというように承知いたして

おります。 

○議長（浅沼幸雄君）  16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君）  次に、農業担い手の中

心となるべく認定農業者ですが、10年前に比較

して、100人ほど減っております。現在、29年

度で332人となっております。しかも、年代的

に見ますと60代から75歳までが最も多く、実に

60％を占めています。そして、20代が０％、30

台３％、40代９％であり、若年層の担い手が極
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端に低くなっています。 

 農業に定年はありません。体の続く限り従事

しています。今後の市として、地域の中核を担

うべく認定農業者を含めた市内の担い手の確保

について、どのように市長は考えておられるの

かお伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この少子高齢化という

時代の流れにありましては、ただいま御質問の

ありましたとおり、担い手、あるいは後継者と

いう問題も大きな課題の一つであります。 

 現在、遠野市の認定農業者数は320経営体、

平成21年度に比べれば、約100経営体が減少し

ているというような状況であります。質問の中

にも触れられておりました。 

 そういった中において、この要因は、やはり

高齢化、高齢等を理由に経営規模を縮小する、

それから70歳から74歳、このごろの更新時期、

これは５年更新でありますけども、辞退する方

が最も多くなってきている年齢層であります。 

 新たな認定農業者の認定については、年間数

人程度にとどまっているという状況の中にあり

ますから、将来、農業の中核を担う人財不足が

危惧される状況になってきているということは、

一つの現実として認めなければならないんじゃ

ないのかなというふうに思っております。 

 それを踏まえて、市といたしましては、後継

者への円滑な経営移譲に対する助言、あるいは

新規就農者の確保と支援を行っていくとともに、

意欲のある個人の担い手については法人化への

移行を勧奨するなど、そのような経営力のこの

強化と安定した労働力確保に努めてまいりたい

というように思っております。 

 それから、１問目、２問目の中に話がありま

したけども、この担い手を見つけるのが困難な

地域においては、マスタープランの話し合いな

どを通じまして、地域内の農業者の相互協力、

あるいは営農体制の構築、新たな担い手の創出

をこの中で賢明に見出していくということもマ

スタープランの一つの役目の中の、先ほど参加

者が少ない、この参加者の中に行政区長さんと

かいろんな方が入ることによって、今のこの問

題にも一定の何らかの形での答えを見出すこと

ができるんじゃないのかなというところにも一

つの希望をつなげながら、この関係機関との連

携の中におきましての話し合いといったような

ものの中での取り組みを、やっぱりきちんと行

ってまいりたいと考えております。 

○議長（浅沼幸雄君）  16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君）  先ほどから懇談会の中

身について、いろいろと話題として出しており

ますけれども、その中に、やはり５年後、10年

後は、とても考えられないというような意見も

あります。 

 次に、農業の現状を考えたとき、農業所得が

低い、そのために自分の子どもに対して、後継

者、担い手になれとは言えないという内容のも

のがありました。残念であります。 

 遠野市の市民所得、１人当たり27年度242万

円であります。農業者専従者の所得については

データはありませんが、市民所得よりは低いと

思われます。先ほど市長が答弁しましたけれど

も、やはり意欲のある人には手厚い支援が必要

と思いますが、再度、市長の考えをお伺いいた

します。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  基幹産業が一次産業で

あると、そして、この質問の中にありましたけ

ども、定年のない生産現場であるということを

踏まえれば、やはりこの足腰の強い一次産業と

いったようなものをしっかりと形づくっていか

なければならない、大きな遠野市の一つの課題

でもあるわけでございますし、これは地方の課

題でもあるということになろうかと思っており

ます。 

 遠野市の農家に専業農家が占める割合は約2

0％、そして、自給的農家が約30％、そして、

いうところの兼業農家の占める割合が50％余り

と、そのような中におきまして、その大半が第
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２種兼業農家、つまり農業以外の収入を主とす

る農家の方々という中での分類がなされている

ところであります。これも一つの時代の流れを

反映した数字ではないかなと思っております。 

 そして、30年度から、この中におきまして担

い手が減少するという中にありまして、30年度

から10アール当たり7,500円の米の直接支払い

交付金が、これが廃止されましたので、農業経

営の厳しさが増してきていると、少子高齢化に

より、この担い手が減少する中におきまして、

直接支払い交付金が廃止されるという、そのよ

うな流れになったということにあります。 

 そういった中におきまして、各地域におきま

して、担い手の経営状況が大変厳しくなってき

ているということも、私も話をいろいろ聞いて

いるところであります。 

 したがいまして、ただいまの御質問にありま

したとおり、市としては担い手の確保対策、あ

るいは関係機関と連携しながらのこの農業技術

の普及指導はもとより、収益が上がる農業経営

を目指していくために、第２次農林水産振興ビ

ジョンを、いうところのタフ・ビジョンにかか

わる戸別形態によるモデル営農類型でございま

すか、モデル営農類型について、これをしっか

りと周知の上に、これの普及を努めていきたい

というふうに考えております。 

 そして、先ほどの冒頭の質問にありましたと

おり、昨年の４月に津田物産、それから、花巻

農協、全農岩手県本部と、遠野市の中の４者協

定によりまして、「いわてっこ」の農地協定の

締結を結び、それに伴いまして、先ほどとまた

同じようなことを申し上げますけども、私もト

ップセールスのほうに出かけていきながら、遠

野のひとつのお米といったものを、ひとつ売り

込みに回ってきたという中で、大変大きな反響、

反応がありましたので、こういったものにつき

ましても、米の安定的な販路確保にも努めてま

いりたいというふうに考えております。 

 また、この遠野市内のピーマン販売額が１億

円を突破したと。こがらせ農産の立ち上がって

の５周年と、ふるさと賞の受賞祝賀会に私も出

席をいたしました。明るい話題の中で、大変盛

り上がっておりました。 

 したがって、引き続き、ＡＳＴ事業によりま

すこの園芸品目の導入支援など、こういった農

業・農家支援も行いながら、農業の収入確保と

いったものを図ってまいりたいというふうに思

っておりますし、さらには集落営農を目指す地

域におきましては、関係機関としっかりと連携

を図りながら、新たな地域農業体制の構築を図

っていくように支援をしっかりと行ってまいり

たいというふうに考えております。 

○議長（浅沼幸雄君）  16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君）  次に、集落営農につい

ての質問をいたします。営農組合ですね。品目

横断的安定対策のもとに、平成19年あたりから

20年にかけて、市内に20ほどの組織が結成され

ました。現在もそれほど変わってはおりません。

約20ほどが残っています。余りふえない状況も

あります。それは、設立当初から心配されてい

た経理の一元化、そしてリーダーの有無であり

ます。高齢化に伴い、事務局の確保も難しくな

ってきていると聞いております。 

 さらに、中山間事業、予算においては１億2,

000万、そして多面的事業１億6,000万など、事

務局への負担が大き過ぎることから、例えば各

地区センター単位に集落営農組織の事務局を統

合して行えるシステムはできないかということ

であります。多面的事業は、特にも事務量が多

く、煩雑であります。農村の景観維持と所得の

確保にも大切な事業であります。面積、人、そ

れぞれ違いはありますが、将来も続くとしたな

らば、各地区センターでの事務の一元化は必要

と考えますが、市長の考えをお伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  しっかりとした生産基

盤を整えながら、その中で意欲のある農家の

方々を育成を図りながら、新規就農者としての

若い方々も取り組んでいかなきゃならない。そ

のためには、この集落営農組織の事務局体制の
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ひとつの課題にも取り組まなければならないか

というふうに認識をいたしております。 

 遠野市内の集落営農組織は、ことし１月に

達曽部の６区のほうに営農組合が立ち上がり

まして、現在20組織ということになっていると

ころであります。これまで、この集落営農組織

を結成する際には、課題に掲げられているのは、

リーダーの存在と、この事務局の担い手の確保

でありました。その中で、これはほかの例であ

りますけども、今御質問にありましたけども、

複数の集落営農組織が連合体を形成して、その

連合体に事務事業の一部を委託しているという、

そのような仕組みもあるというように聞いてお

りまして、このような事例も参考にしながら、

地域の実情を、また一方では勘案しながら、関

係機関と連携を行いながら、この相談支援体制

といったものを整えてまいりたいというふうに

考えております。 

 これは私も現場でいろいろ話を聞くことであ

ります。大変だと。いろんな補助制度の中で、

組み立てているわけでありますから、それをし

っかり仕分けしながら経理をするということの

事務局も非常に大変な作業であるということも

聞いているところでありますので、このような

中での地区ごとの進行方向を定めるわけであり

ますから、このような地域農業をひとつ振興し

ていく観点からも、提案がありました地区セン

ター単位ということも、一つの検討課題として

位置づけられるんじゃないのかなというように

思っております。 

 今議会におきましても、小さな拠点としての

地区センターのあり方、そしてその中に、どの

ような役割を、どのような利用を民間のほうに

というようないろんな議論が交わされました。

そしてまた、体制をどうするかというような問

題もいろいろ議論されました。 

 そのようなことを踏まえれば、この問題も安

心安全という部分と、さまざまな福祉という部

分、健康づくりという部分、地域づくりという

部分ももちろん大きな一つの切り口であるわけ

でございますけども、このような問題も、やは

りその一つの土俵の中に入れながら、やっぱり

みんなで知恵を出しながらという部分が御提案

のあったようなものに一つの答えとして見出す

ことができるんじゃないのかなというようなこ

とも、質問をお聞きしながら思ったところでご

ざいますけども、そのようなことも、ひとつ踏

まえた上でのこれからの事務局体制、あるいは

連合体によるそのような取り組みも選択肢の一

つというような位置づけの中から、この事務局

体制のあり方について、検討をさらに深めてま

いりたいと思っているところでございます。 

○議長（浅沼幸雄君）  本日の会議時間は、議

事の都合により、あらかじめこれを延長します。 

 16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君）  先ほどの一般質問の中

でも、地区センターのあり方等々議論されまし

たけれども、やはり農業もそこに加わって、一

緒になってやっていただければと思っておりま

す。今、農家、組合員、農協組合員等々、農協

の支所がなくなったことによって農家のよりど

ころがなくなっています。やはりそういった

方々も、支所によっていろんな話ができるよう

な仕組み、当然、そこに事務局を置くことによ

って、そこに集まってくるものというふうに私

は思っておりましたので、ぜひそういうことを

行政としても進めていただきたいと思います。 

 次に、先日、建設業協会と議会産業建設常任

委員との懇談会がありました。高速道や沿岸都

市での復興など事業が終了することから、仕事

などが多く望めないということでありました。

農業は担い手不足、農繁期などは労働力不足と

なります。今から30年、40年ぐらい前は、農家

の長男はほとんど建設業で働いていたというふ

うに私は思っております。農繁期には休んで、

農業に従事していたように記憶しています。今

は専業化しているように思っています。 

 このようなことから、建設業者と連携して、

農繁期には労働力の提供を受ける遠野市独自の

システムはどうでしょうか。お互いに補えるも

のがあるとしたら、メリットも大きいのではな
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いかと思います。市として調査をし、需要と供

給がどうなるのか、自治体にやれるかどうかな

どを研究して取り組んでみたらどうかと思いま

す。市長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  需要と供給という中に

おきまして、建設業との連携した労働力の確保

等についても、一つの検討課題ではないかとい

うような御質問でありました。地域における農

業の労働力確保は、これは本当に人材不足とい

う部分におきましては大きな課題である。遠野

市内の建設業でも、この中におきましても、花

卉栽培や野菜生産などに農業に参入した事例も

あることは御案内のとおりであります。 

 そのような背景もありますので、農業のこの

労働力の提供を可能にするという部分におきま

しては、新たな課題解決の一つの切り口として

位置づけることができるのではないのかなとい

うふうに思っております。 

 いろんな法令や関係機関、関係部署としっか

りと連携を図りながら、この方法による労働力

提供が可能か、もし可能であれば、今後、建設

業協会と協議の上で、新たな遠野型農業労働力

確保モデルの一つとして構築していく、一つの

アプローチの仕方ではないのかなというふうに

思っています。 

 この建設業ではございませんけども、平成31

年度から、ＪＡいわて花巻では、労働力の相談

窓口を開設しながら、季節労働者の受付と紹介

を行うサービスも展開していくというふうに聞

いているところでありますので、一つの提案と

いたしまして、この部分における連携といった

ようなものを図っていかなければならない一つ

の切り口ではないかなと思っております。 

 外国人労働者の分野も、この農業にも入って

くるんではないのかなというようなことも聞き

及んでおりますけども、やはりそれももちろん

一つの対応かもしれませんけども、農業をしっ

かり足腰の強いものにするためには、地元の建

設業協会ともタッグを組むという部分も、やっ

ぱり必要な一つの仕組みづくりじゃないかなと

いうふうに思っておりますから、何度も申しま

すけども、人口減少・少子高齢化という縮小社

会の中にあって、新しいステージをつくり、新

しい仕組みをつくり、新しいひとつの何と申し

ますか、発想の中で、さまざまなこの課題に立

ち向かっていくという、そのような時期でござ

いますので、提案を受けとめながら、検討協議

をしてまいりたいというふうに考えているとこ

ろであります。 

○議長（浅沼幸雄君）  16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君）  ただいまの質問につき

ましては、前向きに考えていただいたものとい

うふうに思っております。今後、ぜひそういっ

た形に向けて、調査研究を重ねていただきたい

と思います。 

 いずれにいたしましても、認定農業者、そし

て営農組合、日本のふるさと遠野、そして農業

農村を守っている核となるのは認定農業者であ

り、営農組合ではないかと私は思っているとこ

ろでございます。 

 次の質問は、市補助金によって建設したＪＡ

宮守支店廃止についてであります。 

 農協は、相互扶助の精神のもと、農家の営農

と生活を守り、そして高め、よりよい社会をつ

くることにあります。少し前までは、資材や飼

料、燃料、そして農産物の販売など、ＪＡの全

利用運動を推進してきました。ＪＡ花巻の合併

のときは、６割原資と支店廃止など、苦難を乗

り越えてまいりました。花巻農協と合併し、今

度は大丈夫だろうなと思っていました。私も組

合員の一人でありますけれども、一寸先は闇と

申しますか、第４次農協の計画のもとでは、や

めたい組合員はやめろとでも言っているのと同

じだと思っています。 

 ＪＡ宮守支店の廃止は、とても驚きでござい

ます。新築して、まだ６年、農業と住民交流の

新たな拠点としてつくられ、市費が2,252万投

じられています。市の考え方、そして我々議会

も同調し、当時の組合長も宮守総合支所と隣接
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していて大変よい場所、市と協働しながら有効

に活用していきたいと述べておりました。私た

ち議会当局も、定例会の打ち上げも、あの２階

を利用して行ったこともあります。 

 そこで質問に入りますが、昨日に同僚議員２

名の同様の質問があり、重複するところもある

とは思いますが、また答弁が同じかもしれませ

んが、そこのところは配慮して、答弁お願いし

ます。 

 まず、宮守支店には市の予算が入っています

が、その入っているということに対しまして、

市長の気持ちはどういう気持ちなのかお伺いい

たします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  この基幹産業である農

業の足腰の強い体制づくりをどうするかという

中で、いろいろ議論をしてまいりました。マス

タープランの位置づけ、あるいは担い手のその

ような育成、さらには事務局体制の新たなス

テージづくりという中でいろいろ議論をしてま

いりましたけども、このＪＡいわて花巻農協の

地域経営改革につきましても、やはり避けて通

れない一つの大きな課題として、去る２月５日

に正式に説明があったというふうに受けとめて

おります。 

 その内容は、やはりそれぞれの、今小さな拠

点をネットワークとしながら、それぞれの各地

区ごとのそのコミュニティーを持続可能なもの

に持っていこうという、そのような試みに踏み

出した、その矢先に、この問題が出てきたとい

うことでありますので、これは避けて通れない

一つの課題として受けとめなければならないか

というふうに思っております。 

 これは１つの団体がそれぞれの理事会を経て

決定をしたとなれば、他団体のことだというこ

とになるわけでございますけども、今は関係機

関と連携をしっかりと密にしながら、お互いの

信頼関係の中でパートナーシップとして役割を

果たしていくというような、そのような仕組み

づくりが求められているわけでありますので、

そういった意味におきまして、市長の一つの思

いをと、考えをということでありました。まだ

６年しかたっておりません。その改築後という

ことで６年しかたっておりません。 

 そして、また、さかのぼれば、当市は行政と

ＪＡが一体となって農業振興に取り組むという

ことで、アグリステーション等の農業活性化本

部といったものを立ち上げながら、アグリス

テーション等の、それが事業においてもＡＳＴ

加速事業とか、ＡＳＴ支援事業とかといったも

のの中で、この「ＡＳＴ」という言葉の中には、

それぞれの関係機関が連携して遠野の農業をし

っかりとしたものにしながら、次の世代にとい

う部分の願いが、この「アグリステーション遠

野」というものに込められたものとして、いろ

いろ事業を進めてきたという経緯があります。 

 そういった流れの中におきまして、合併後も

宮守支店のひとつの位置づけの中に、宮守地区

の農業振興生産、農業振興活動拠点としての位

置づけをしながら、その中に建設費用の支援も

行ったというような経緯もあるわけであります

から、今般のこの支店統廃合計画につきまして

は、支所が統配合となれば極めて残念だという

ことになる、そういう気持ちであります。 

 ただ、これを、残念だ、仕方がない、それは

農協さんが手続を踏んで決めたことで仕方がな

い、お互いパートナーシップとして信頼関係の

中で、地域づくりも農業という基盤の中からし

っかりと見出していきましょうと。そして、こ

の少子高齢化という中にあっては、繰り返し申

し上げますけども、何歳になっても、ひとつの

命の産業と言われる農業、いわゆる生産現場に

立つことができるというのが、この一次産業な

わけでありますから、生きがい対策、あるいは

高齢化対策、健康寿命といった部分におきまし

ても、この農業の果たす役割というものは、極

めて極めて大きいということを考えれば、単な

るこの支店の統廃合、あるいは関連子会社の再

編統合というのを、わかりましたと言うわけに

はいかないという、そのような認識でございま

すので、今後とも議会ともしっかり歩調を合わ
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せながら、この支店機能、あるいは営農活動拠

点施設の存続といったものを基本にしながら話

し合いをしてまいりたいというふうに考えてい

るところであります。 

○議長（浅沼幸雄君）  16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君）  今のことにつきまして

は、３月１日に市長と議会、そしてＪＡ花巻の

組合長さんにて要望書を提出したということに

なりますけれども、その後、幾らか懇談したの

ではないかなというふうに思いますけれども、

組合長そのものも重く受けとめていると。そし

てまた、３月９日には、宮守で毎回集まって意

見を聞く会を持つと、経営移譲の問題であり、

遠野市は３店舗から１店舗にしたいというよう

なことでもございますし。その中で、まだ総代

会の前ということがあるかもしれませんけれど

も、結論づけてはいないということも述べたと

いうふうに聞いております。 

 そういった意味で、直接、組合長に渡したと

いうのはそのとおりでございますけれども、そ

れのみならず、再度、市長と組合長、トップ会

談によって、その解決、すなわち宮守支店の存

続ということはないのかということを市長にお

尋ねいたします。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  去る２月９日に、中期

計画につきまして、経営改革計画につきまして

御説明を受けたと。それを踏まえながら、いろ

んな状況がどのように推移するだろうか、ある

いは各地域の組合員の皆様の声はどうなのかと

いうことも、私なりに分析をしながら、一方に

おいては、この３月４日から一般質問、遠野市

議会の一般質問が始まる中で通告も受けており

ましたので、それのことを総合的に判断しなが

ら、これはしっかりとした、まず行動につなが

らなきゃならないなという中で、議会とも御相

談を申し上げながら、３月１日の日に連名でも

って要望書を提出したという、そのような段階

に来ているわけであります。 

 ３月９日には、宮守地区のほうの組合員の皆

様に説明会をすると。３月29日には理事会があ

ると。５月には総代会が予定されているという

ような、そのようなスケジュールが組まれてい

るところでございますので、この間の要望を持

っていった際にも、非常に真摯に向き合ってい

ただきました。組合長のほうからは、大変心苦

しいという、そのような話もいただいていると

ころでございますので、こっちのほうも、こっ

ちのほうもというか、遠野市側といたしまして

も、遠野から出ている理事の皆様方しっかり相

談しながら、また、議会の皆様ともしっかり情

報を共有しながら、事務的にと申しますか、相

手のＪＡ花巻のほうの窓口の方とも情報をすり

合わせしながら、どこがどのような形で一つの

見直しがしてもらえるだろうか。あるいは、こ

れを押し切ることが例えば可能なのかどうなの

か、その辺の一つの情報を分析しながら、やっ

ぱり適時適切というよりも、そのタイミングを

失しない形で、やっぱり交渉を、真摯に形で向

き合いながら、必要であれば文字通り組合長と

も、まさにトップ同士で話し合いしながら、私

の地域づくりに対する思いを伝え、そしてまた

議会での議論の内容をしっかりと伝えながら、

ＪＡ花巻さんのほうに、ひとつ、この中期経営

改革計画についての見直し、もしくは更なるこ

の実施の一つの先送りしたようなことも含めな

がら、やっぱり、あるいはこの宮守支店のほう

については、特段の配慮をというような、その

ような中の考えを引っ張り出すことができるか

というような、そのような情報分析を行いなが

ら、私も行動してまいりたいというふうに考え

ておりますので、議員各位の皆様も、それぞれ

の立場からの御支援と御協力をいただければと

いうことをこの場で申し上げまして、答弁とさ

せていただきます。 

○議長（浅沼幸雄君）  16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君）  今の答弁を踏まえまし

て、やはり、さらにこの交渉の余地はあるんで

はないかというふうに私は思いました。 
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 組合員の反対を押し切りながら、農協が強制

的にそういったことは非常に許しがたいものと

いうふうに私は思います。 

 最後の質問になると思いますけれども、あそ

この建物、市費が入っている。使えるというの

は最後はそこまで持っていければいいわけでご

ざいますけれども、支店にならない場合は職員

もいないわけですから、これを言うと変な話に

なりますけれども、どういった形で使える方法

があるのかということで、支店機能になるかど

うかわかりませんけれども、現時点で市長の意

見を伺いたいと思います。 

○議長（浅沼幸雄君）  本田市長。 

   〔市長本田敏秋君登壇〕 

○市長（本田敏秋君）  ただいま、現時点でと

いうことでの御質問でありましたので、現時点

では、要望を差し上げたとおり、現在の体制を

存続してもらえないかということを基本にしな

がらであれば、上郷、遠野、宮守といったよう

な、それぞれの背景を考えながらとなれば、宮

守支店のこの利活用、あるいはこの何らかの形

で市も関与しながら、ひとつのあそこの利活用

を考えるという部分の中で、何らかの形でＪＡ

さんのほうの一つの答えも引き出すことができ

るんじゃないのかなというふうに認識している

ところでございますから、誠意のある話、特に

３月９日の説明会などの状況もしっかりと私な

りにも把握しながら、そのような一つの条件闘

争のようなものに、条件闘争といえば言葉は悪

いのででございますけども、そのような一つの

ものにも持ち込むと。ただ現時点では、存続体

制を基本としながら向き合いたいというふうに

考えているところであります。 

○議長（浅沼幸雄君）  16番新田勝見君。 

   〔16番新田勝見君登壇〕 

○16番（新田勝見君）  今の市長の答弁という

ことで、やはり遠野市、宮守町も、１町10カ村、

昔のですね。やはり農業中心とそして、組合員

は減少傾向にあります。そういった中でも、や

はり組合を無視する農協があったというは、私

は考えられませんけれども、ぜひ、市長には努

力していただいて、遠野市の農業、農村、そう

いったものを守るために御努力いただく、努力

いただく等を期待申し上げまして、私の一般質

問を終わります。 

○議長（浅沼幸雄君）  これにて一般質問を終

了いたします。 

────────────────── 

   休会の議決   

○議長（浅沼幸雄君）  ３月６日及び７日の２

日間は、委員会審査のため休会いたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（浅沼幸雄君）  御異議なしと認めます。

よって、３月６日及び７日の２日間は休会する

ことに決しました。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（浅沼幸雄君）  以上で、本日の日程は

全部終了いたしました。本日はこれにて散会い

たします。御苦労さまでした。 

   午後４時18分 散会   


